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平成23年第４回太子町議会定例会（第433回町議会）会議録（第３日） 

平成23年９月５日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第34号 平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

２ 議案第35号 平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第36号 平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第37号 平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第38号 平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第39号 平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第40号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第２号） 

８ 議案第41号 太子町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

９ 認定第１号 平成22年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

10 認定第２号 平成22年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

11 認定第３号 平成22年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第４号 平成22年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第５号 平成22年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第６号 平成22年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第７号 平成22年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第８号 平成22年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第９号 平成22年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第34号 平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

２ 議案第35号 平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第36号 平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第37号 平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第38号 平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第39号 平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第40号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第２号） 

８ 議案第41号 太子町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

９ 認定第１号 平成22年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

10 認定第２号 平成22年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

11 認定第３号 平成22年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第４号 平成22年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第５号 平成22年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第６号 平成22年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第７号 平成22年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第８号 平成22年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第９号 平成22年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

会議に出席した議員        



－110－ 

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １０番   清 原 良 典 

 １１番   中 島 貞 次        １２番   服 部 千 秋 

 １３番   井 村 淳 子        １４番   橋 本 恭 子 

 １５番   中 井 政 喜        １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  山 本 雅 子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 生活福祉部長  山 本 修 三     経済建設部長  山 本 武 志 

 教 育 次 長  神 单 隆 司     財 政 課 長  堀   恭 一 

 監 査 委 員  森 川   勝 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成23年第４回太子町議会定例会第３日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成23年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３４号 平成２３年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、議案第34号

平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 おはようございます。 

 26日に副町長のほうから詳しい説明があっ

たんですけども、何点か確認だけさせていた

だきます。 

 歳出のほうなんですけども、21ページ、総

務費の企画費のところですか、１番報酬で、

まちづくり審議会委員報酬追加とあります

が、今年度当初予算で、４月28日に太子町表

彰条例に基づく審査のほうで審議会開かれて

おります。これ２回分の追加だと思うんです

けども、どういったことを審議のほうされる

のか。新庁舎との違いを含めてご説明のほう

お願いいたします。 

 続きまして、23ページ、新庁舎建設費に関

しまして、１番の報酬、新庁舎建設検討委員

会委員報酬がこれ３回分39万3,000円上がっ

ておりますが、今年度３回のこの検討委員会

ということであるとは思うんですが、これ

24年度も引き続き委員会のほうされるのでし
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ょうか。 

 続いて、９番の旅費、普通旅費、あわせて

14番の有料道路通行料、これが４万8,000円

上がっております。この普通旅費と有料道路

の通行料を含めると、これ視察関係になるん

だと判断するんですけども、どういったとこ

ろに、いつ、どういった形で視察されるんで

しょうか。 

 戻ります。13番新庁舎建設基本計画策定業

務委託料、これのちょっと内訳というか、い

つ、だれに、どういった形でされるのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 続きまして、25ページ、民生費、老人福祉

費の13番委託料、ここには高齢者見守り隊の

委託料と要援護者支援システムの委託料があ

りますが、ちょっと内訳のほうで特に要援護

者支援システム導入の委託に関しての詳細、

金額もかなりかかると思うんで、このところ

をお願いいたします。 

 続きまして、31ページ、民生費の児童福祉

費、18番備品購入で、児童館のほうに自動車

購入費というふうに上がっておりますが、ど

んな車を購入されるんでしょうか。目的を含

めてお願いいたします。また、今現在児童館

のほうには車ないんでしょうかということも

あわせてお願いいたします。 

 続きまして、33ページ、労働の雇用対策

費、13番の委託料、出土遺物整理活用作業委

託料追加で、副町長のほうから新たな雇用を

促すというふうに説明あったと思うんです

が、これのより具体的なところをお願いいた

します。 

 同じく33ページの農林水産業費の農業費、

19番ですか、負担金補助及び交付金のとこ

ろ、鳥獣害防止対策協議会補助金、これも地

元の協力を得て対策というふうにお伺いしま

したが、具体的にどこの自治会等とされるん

でしょうか。よろしくお願いします。 

 続きまして、37ページ、消防費のところで

すが、災害対策費の18番備品購入費、防災資

機材購入費で無線機となっておりますが、東

日本の関連もあるんでしょうけども、当然今

後太子町でも使うものであるのかどうか、そ

の辺の詳しい説明をお願いいたします。 

 39ページ、教育費の中学校費で11番需用

費、修繕料追加で防球フェンス補修等となっ

ておりますが、６月の補正で太子西中防球ネ

ット補修で232万円上がっておりましたが、

今回これを超える389万円の追加ということ

で、これは工期が延びたせいでしょうか。ま

た、６月補正で終了しなかった理由をお聞き

したいと思います。 

 最後になりますが、43ページ、保健体育費

の総合公園管理費の中の11番需用費、修繕料

追加、備品修繕外となっておって、投てきネ

ットというふうにお伺いしたんですが、これ

は何の競技で、いつやる分に対してとかの説

明お願いします。 

 また、18番備品購入費、陸上競技用備品購

入費で風速計外となっておりますが、これも

風速計外で、この80万円ですから結構するん

で、何の競技に使うのかということと、これ

今買う必要があるのかということをお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） １点目のまち審委

員報酬追加でございますが、今後庁舎建設に

当たりまして、まちづくり審議会からの委員

さん方のご意見もちょうだいしたいというふ

うに考えております。２回を予定しておりま

す。11人分でございます。 

 それから、新庁舎建設検討委員会報酬でご

ざいますが、３回を予定いたしております。

24年度につきましても引き続きまた検討に加

わっていきたいと思っておりますが、今現在

そういうところでございます。 

 それから、旅費でございますが、職員の庁

舎建設庁内検討委員会の視察ということで、

町外視察ということで、石川県の野々市町役

場を視察したいと計画をいたしております。

18人分でございます。 

 それから、通行料はそれに伴うもので、有

料道路通行料、それから駐車場使用料、これ

は石川県野々市町の視察に伴うものでござい
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ます。 

 それから、委託料でございますが、新庁舎

建設基本計画策定業務委託料でございます

が、今後補正予算が通った以降、入札にかけ

たいというふうに思っております。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長、ページを言

ってください。 

○総務部長（香田大然） ああ、済いませ

ん。23ページですね。新庁舎建設委員会、そ

れから普通旅費、それから委託料関係、有料

道路通行料、駐車場使用料につきましては

23ページでございます。 

 それから、37ページの防災資機材購入費で

ございますが、今現在防災無線アナログにな

っておりまして、時代の流れと申しますか、

デジタル系の防災無線に変えようと思ってお

ります。基地局１基、それから携帯局４機の

予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） それでは、

31ページの18備品購入費の自動車購入費でご

ざいますけども、これにつきましては国で市

町地域子育て創生事業がなされております。

その中で、訪問カウンセリング事業としまし

て、家庭児童相談員による訪問カウンセリン

グを行っていきたいと思っております。専用

公用車を整備しまして訪問カウンセリングを

行うものでございます。 

 次に、25ページの要援護者支援システム導

入委託料でございますが、これにつきまして

は、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、

また障害者の方々の災害時におけます支援が

必要な要援護者情報を現在エクセル等で制作

しておりますけれども、システムを導入しま

して地図情報と連携することにより、災害時

における避難支援を迅速に行うというもので

ございます。 

 次に、高齢者見守り隊支援事業についてで

すが、これは町内ひとり暮らし高齢者また高

齢者のみ世帯が約560世帯ございます。これ

らの方々を対象とした見守り活動を連合自治

会にお願いしたいというふうに考えておりま

す。 

 活動としましては、見守りが必要と思われ

る高齢者世帯を中心に、個別に声をかけてい

ただくということでございます。ふだんの日

常生活の中で見守っていただくということで

ございます。そのことを見守っていただいた

内容につきまして、例えば新聞、郵便物が数

日分たまってるとかというような状況がござ

いましたら、さわやか健康課のほうへ連絡し

ていただきますと、職員、民生委員が駆けつ

けまして相談なりさせていただくということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 33ページでご

ざいます。鳥獣害の防止対策協議会の関係で

ございますが、具体的に申し上げますと、今

年度につきましては上太田自治会ということ

で、シカ用の金網さく、約1,500メートル

分、あわせてソフト事業として捕獲器２器を

購入する予定でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず、33ページの

出土物の関係で、新たな雇用を生み出すとい

うことで１名雇用したいと思っております。

この方の仕事は、かつて出土しましたものは

すべて実測し、トレース図面にとりあえず現

時点ではかいてあるわけですけれども、それ

をＰＣを使ってデジタル化にして全部保存し

ていこうというものでございまして、そのた

めの作業する方を１名雇おうというところで

ございます。 

 あと、ページ39の防球ネットの追加でござ

いますが、これは６月議会でお願いしました

のは西中学校、今現在やっと立ち上がって、

きちっとできました。おかげさまでうまくい

きました。ありがとうございます。 

 そこで、今回の防球ネットの追加というの

は東中学校の分でございます。東中学校の聖

徳台側に現在６メーターのネットがございま
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す。ネットといっても金網の分ですが、それ

を野球の強力な中学生が来まして、それをた

びたび越えることがあるということで、その

すぐ下のおうちに大変被害をかけて、といを

壊したりしたことがあるんです。これ、私が

着任しましてから２回ございました。それま

で言えば、これだけあるんだと言うて、バケ

ツに球をいっぱい入れたもの、今までもう我

慢しとったけど、もう我慢し切れんというこ

とで、何とか対策をとってほしいという申し

出がありまして、それはもう申しわけないな

ということで、今回10メーターに、４メータ

ーかさ上げするということでお願いしたいと

思っております。そして、校長に聞きます

と、６メーターのネットの上を尐し越えてい

く程度で、10メーターにしてもうたら大丈夫

だろうという返事をいただいております。 

 あと最後に、ページ43の投てきネットの関

係、それから風速計等の関係でございますけ

れども、まず投てきネットにつきましては陸

上競技場、円盤、それから砲丸はサークルが

あって横に扇状にネットで誤って飛ばないよ

うにするものがあるんですけども、それを巻

き上げるウインチが故障してるということ

で、ウインチがかちかち上げたらかちかちと

まっていかなあかんのですけど、それがとま

らないということで、それを修理するもので

ございます。 

 あと、風速計等につきましては、３月末日

で３種公認の更新事業が終わったわけですけ

れども、その後４月になりまして陸連のほう

からこれだけの品物が不足しとんだと、太子

町で、そういう指示がございました。それを

読み上げますと、円盤が４台というんです

か、それからスタート係の手旗１本、それか

ら競歩の警告用の円板５組、それから競歩失

格用の円板が２枚、それから吹き流し旗３

枚、それから超音波風速計、これは一番値が

張るもんですけれども１台。それから、それ

らの運搬費と、合わせましてそれだけが不足

してるということですから、陸連のほうから

の指示でございますので、これはやはりそろ

えなければならないということで計上させて

いただきました。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ちょっと１点抜けておった

んで追加で確認しますが、27ページの社会福

祉費、18番備品購入費のいすを買われるんで

すが、これ音楽療法のいすというふうにお伺

いしてるんですが、音楽療法自体は平成18年

からスタートしておりまして、５年たったわ

けですけども、これいす買いかえなんでしょ

うか、新たなものでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） このいす、子

育て学習センターなんですけども、従来幼稚

園、小学校で不必要になったいすを使ってお

りまして、児童の方で高学年の方でしたらち

ょっといすが小さくて座りにくいというよう

な状況がございまして、新たに買わさせてい

ただくということでございます。新たに20個

買わさせてもらおうと思っております。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 音楽療法そのものに使うも

のじゃないということですね。普通に座るい

すですね。 

 次あるんで、ちょっと待ってください。 

 21ページと23ページのこのまちづくり審議

会の新庁舎を検討する、審議するというとこ

ろと、23ページの新庁舎建設検討委員会で今

年度３回、また24年度も引き続きされるとい

うことで、内容どこの、まちづくりと新庁舎

とちょっとした違いみたいなことをお伺いし

ておきたいということと、あと、職員の方が

石川県の野々市町のほうに視察行かれるんで

すが、ちょっと確認で、野々市町というのは

どの辺にあるんでしょうか。 

 あと、25ページの要援護者支援システム導

入委託料、内訳のほうちょっと詳しくお願い

します。内訳、金額等ですね。 

 あと、33ページの委託料、出土遺物、１名

の方によってパソコン等でデジタル化すると
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いうことですが、319万円という追加ですか

ら、これかなり専門的な方になるわけでしょ

うか。 

 それ、以上よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 備品の件です

けども、音楽療法の月２回のときに用いるい

すでございます。 

 それから、要援護者システム導入でござい

ますけども、これはシステム導入の委託でご

ざいます。これ、予算、会計上、その金額

は、委託料等につきましては記入しないとい

う形になっておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 21ページのまち審

と、それから23ページの新庁舎検討委員会の

内容の違いなんですが、新庁舎建設検討委員

会、これ外部の委員さんでございますが、あ

る程度我々内部でつくったものを新庁舎建設

検討委員会にご提案して、いろんな代表から

ご意見をいただくということになります。そ

の検討委員会で審議していただいたやつを私

どもがまた手直しして、最終的には23年度に

おきましてはまちづくり審議会のほうでまた

23年度中の最終的なご意見をいただくという

内容の違いになっております。 

 それから、野々市町につきましては、石川

県の金沢市の、こちらから行きますと尐し手

前になります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 出土遺物の関係で

ございますけれども、そこにある委託料につ

きましては農業振興整備地域の見直しの事業

料も合わせての319万円でございまして、出

土遺物については、その総額のもう２割を下

回っておるという程度のものでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 23ページの、先ほどから新

庁舎建設の検討委員会の関係が出てるんです

けれども、14名の委員会で検討委員会される

ということで、もうメンバーも決まっている

かと思うんですけども、14名のうち女性は何

名入っているのかということと、今後24年に

もかけて何回程度検討委員会を開催されるの

か。 

 それと、新庁舎建設検討委員会でこれから

どんどん意見も出ると思うんですけれども、

ほかのそういう新庁舎建設にかかわる市町に

つきましては割かし町のホームページを通し

てこういう意見が出てますよというような情

報提供も町民のほうにもされているというと

ころもあるんですけれども、そういう情報に

ついては今後どのように考えられるんでしょ

うか。それについて、この新庁舎の関係はお

願いいたします。 

 それと、27ページの社会福祉費の19負担金

のグループホーム等利用者家賃助成金追加で

すけれども、これについて詳しい説明をお願

いしたいと思います。グループホームにつき

ましては当初予算でも上がっておりました

が、ここに来てまた再度補正上げられてます

ので、その要因と、現在まで何名の方に助成

をしているかについてもお答えをお願いいた

します。 

 次に、31ページ、民生費の児童福祉費の備

品購入のところで、施設備品購入でベビーシ

ート外ということで、今回おむつ交換と授乳

のコーナーを設けるために上げてるというこ

とでしたけれども、児童館のどのような場所

に設置をされるんでしょうか。それもお聞き

したいと思います。 

 次に、33ページの農業振興地域整備計画見

直し事業委託料につきまして、これは農業を

守り農業を推進するために設けられた計画と

いうことで、市街化調整区域内の農地につい

て調査されるんかなと思うんですけど、いつ

からいつまでの計画で、何人の方を雇用創出

の関係で雇用されて、どういうことを目的に

される事業なんか。それと、対象地域につい
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てもお願いをいたします。 

 それと、39ページの一番下の社会教育費の

学校支援地域本部コーディネーター謝礼で出

てるんですけど、これは私の見落としだった

ら申しわけないんですけども、当初予算には

出てなかったかのように思うんです。ここに

来てコーディネーターの謝礼として出てると

いうことについての説明と、どういう方がこ

のコーディネーター役をされるのかについて

も説明をお願いいたします。 

 次に、41ページの社会教育費の７番会館管

理費で、これも18番の備品購入として授乳室

の組み立てパネルを買われるということなん

ですけども、これもどこの場所に設置される

予定なのかをお聞きしたいと思います。 

 最後に、43ページの保健体育費の体育館費

の11番の需用費、これ修繕料追加で施設修繕

と上がってて、器具庫修理と天井照明のセラ

ミックメタルの電球にかえるということで説

明はお伺いしましたが、普通電球と比べてセ

ラミックメタル３倍以上するんですけども、

今回これをかえられることでどれぐらい省エ

ネまた経費の節減ができるのかということ

と、天井の照明で個数としてどれぐらいの個

数をかえられるんでしょうか。 

 以上について説明をお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 23ページの検討委

員会関係の女性の数でございますが、14名の

うち３人が女性でございます。内訳は、公募

の方がお二人、それから婦人会の代表の方が

お一人の合計３名でございます。 

 それから、検討委員会、今ご提案している

のは23年度でございます。24年度の回数につ

きましては、今年度が終了した段階で、ある

程度の今年度中の結果が出て、そして24年度

にまた何回開催かということはその時点で考

えたいと思います。 

 それから、いろんな方の町民の方からのご

意見等もあるかと思います。その辺につきま

しては、パブリックコメント等の、いざスタ

ートしてみますと、そういうことも町民の皆

さんに周知して、いろんなご意見を聞きたい

と思いますので、その辺につきましてはホー

ムページ上で載せていきたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 農業振興地域

整備計画見直しに関するご質問でございます

が、まず区域といたしましては、市街化区域

は該当しておりません。あくまでも調整区域

内の農用地について事業の見直しを行うとい

うことでございまして、現在の整備計画につ

きましては平成12年に策定をいたしておりま

して、国のほうからはおおむね５年で見直し

をするようにというような指導もございま

す。さらにあわせて、従来の農用地区域を示

します地図が非常に縮尺も大きなものでござ

いまして、細部の部分にわたって非常に判断

がつきにくい部分もございますので、そのあ

たりもきっちり農用地区域を図上でもはっき

り示せるように、そういったことで見直しを

進めていきたいというように考えておりま

す。 

 雇用創出につきましては、約２名程度の新

たな雇用を創出すべく委託としてお願いをし

たいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 部長、山本部長、いつ

からいつまで。 

○経済建設部長（山本武志） はい。 

○議長（佐野芳彦） いつからいつまでとい

う質問もあったんだけど。 

○経済建設部長（山本武志） 工期ですか。

工期につきましては、補正予算をいただいた

後、３月末ということで考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） パーテーショ

ンでございますけども、これ授乳、おむつ交

換のためのパーテーション及び壁面取りつけ

ベビーシート設置ということで、１階に備え

つける予定でございます。 
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 それから、グループホームでございます。

この家賃の一部を助成するということで、今

現在４施設に対しまして、当初５名でござい

ましたが、８名となりましたので、54万

7,000円の増加となっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず、39ページの

コーディネーターの関係でございます。学校

支援地域本部というのは、学校を支援するた

め、学校が必要とする活動について、地域の

方々をボランティアとして派遣する組織、い

わば地域につくられた学校の応援団というこ

とで、平成20年から22年までの３カ年につき

ましては国の委託事業として実施しました。

ですから、それも職員を１名配置しまして、

そういうコーディネーター役を教育委員会に

置いておりました。そして、23年度はどうし

ようかということでございますが、当初予算

にも上げましたけれども、実は今年度から補

助金制度に変わるということで、国の補助要

綱がまだできてない、その段階で補助金に上

げるのは尐々早計かなということで、補助要

綱ができたのが夏以降でございましたので、

補助要綱が確定しました関係で再度必要性を

感じて予算を上げさせていただきました。 

 そして、どういう方がふさわしいかという

ことでございますけれども、学校の要望を聞

いて学校に必要な人材を派遣するわけですか

ら、学校との関係がまずできている方。とい

うことで、全くの民間人は尐々無理であろう

ということで、やはり学校の校長さんとか教

頭さんを務められた方が学校とのネットワー

ク、要望等聞き出せますので、そういった方

がふさわしいのではないかなと考えておりま

す。 

 それから、ページ41の授乳室のパネルでご

ざいますが、授乳室という部屋をつくるので

はなくて、中ホールであれば、パネルを組み

立てまして、後ろのほうに、人から目線を遮

るようなものをつくりたいということで、パ

ネルを買うということでございます。ですか

ら、それはそれぞれの研修室であっても、中

ホールであっても、それぞれの場所場所で人

目を遮って授乳、育児ができるようにするた

めのパネルを購入するということでございま

す。 

 あと最後に、体育館の修繕料でございます

けれども、これは22年度の事業で、今年の３

月の議会でございましたけれども、きめ細か

な交付金を受けまして体育館の電球を全部や

りかえようということで、約140万円余りの

予算を組んでいただきました。これは繰越予

算です。ですから、23年度でやるべきもので

ございますが、ところが実際に設計に入りま

した段階で、当初は現在の水銀灯をそのまま

の器具ごとかえようという考え方で出発して

おりました。その後、使用電力の尐ないセラ

メタ型のものですね。それは、まず電力の使

用は約半分、そして寿命は約1.5倍もつとい

うことでございますので、そちらのほうがい

いかなということで、セラメタといっても水

銀灯の一部でございますが、そちらの新しい

タイプのものにかえようとしますと予算がや

はり不足しますので、その分だけにつきまし

ては約206万円ほど予算が増えますけれど

も、やはり省エネで体育館の利用者から照度

がちょっと暗いんではないかというのは聞い

ておりますので、全く器具ごと更新したいと

いうことで今回提案させていただきました。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今回、児童館と、それとあ

すかホールのほうに授乳のパネルとか立てた

り、そういう場所をつくっていただくことに

はなったんですけども、昨年の12月の議会に

おいて、そういう授乳室を備えた公共施設を

増やしていっていただきたいということで私

も質問させていただいて、今回こういう形で

していただけるんですけれども、あのとき

に、こういう乳幼児を抱える保護者のそうい

う支援として、おむつがえとか授乳等ができ
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る施設を、赤ちゃんの駅ということで全国的

にも広まってますよということを提案させて

もらったんですけども、今回も、既にできて

る施設もあり、これからの施設もあるんです

けども、こういう取りかかっていただく施設

につきましては、ぜひ赤ちゃんの駅という形

で、町民の方、またそういう赤ちゃんを育て

てるお母さん、お父さんのほうにもよく知ら

せていくというために、そういう表示をしっ

かりとしていただいて、利用がスムーズにさ

れるような対応をしていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） おっしゃるとお

り、授乳室とか、そういったものがこの会館

にはありますよということもよく目立つとこ

ろにＰＲし、またご要望があれば申し出てく

ださいということも表示したいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 皆さんたくさん言われてる

ので、重複するのであれば申しわけなく思っ

ておりますが、29ページ、保育所費のとこ

ろ、賃金のところ、嘱託保育士の追加で74万

円上がってます、これの詳細説明と、それか

ら下の需用費の修繕料追加の施設修繕、これ

の説明と。 

○議長（佐野芳彦） あ、井川議員、ちょっ

と聞こえないと、当局が聞こえないと言うん

ですよ、大きく。 

○井川芳昭議員 ７番の賃金のところ、74万

円の嘱託保育士の追加の詳細説明と、それか

ら、その下の需用費、修繕料追加の29万

6,000円の詳細説明と。 

 それと、同じく29ページの23番母子家庭等

医療費給付事業補助金の返還金70万4,000円

の説明と。 

 それと、31ページの役務費の自動車損害保

険料、これに関しても従前から言っておるん

ですが、いつも同じ代理店に頼まれてるとい

うことで、今回どこの代理店に頼まれようと

してるのか、その保険内容の説明と。 

 それと、先ほど首藤議員のほうからも言わ

れたんですが、この自動車購入、車種は何か

という説明がなかったと思うんですが、その

説明と。 

 それと、35ページの負担金、農地・水・環

境保全推進協議会負担金追加、これについ

て、82万6,000円についての詳細説明。 

 それと、37ページの報償費の消防団員退職

報償金追加、これについてもある程度の説明

あったかと思うんですが、再度、何人の方の

対応なのかと、それについての説明。 

 それと、先ほど井村議員のほうからもあり

ました39ページの報償費のところ、学校支援

地域本部コーディネーター謝礼、ある程度説

明はあったと思うんですが、これに関しての

内容と何日、１日何時間やられるのかの説

明。 

 それと、41ページの賃金のところ、嘱託館

長賃金減額15万1,000円、これはどうしてこ

ういったことになっていったのかの説明と、

もう一つ上の役務費の学校支援地域本部実行

委員傷害保険料、これについての、またどこ

の代理店に頼まれようとしているのか。いろ

いろと一般質問の中でも中薮議員のほうから

も仕事がないとかといった雇用の面の話、仕

事がないという意味では同じように思うんで

すが、そういったことの説明も含めてお願い

をいたします。 

 それと、43ページの総合公園管理費のとこ

ろの需用費の、これもある程度説明があった

かと思いますが、修繕料追加、備品修繕外と

書いてありますが、この59万3,000円の内容

説明をお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 29ページ、賃

金でございます。これは育児休業の代替嘱託

保育士賃金の追加でございます。 

 それから、需用費の修繕料でございますけ

ども、これは石海保育園の関係で、ちょっと

雤漏りがございまして、その分と、それから
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玄関前のグレーチングを取りかえるというこ

とでございます。 

 それから、償還金利子及び割引料、母子家

庭等医療費給付事業補助金返還金でございま

すが、これにつきましては平成22年度の母子

家庭医療の医療費につきまして、22年度が過

重度であったために翌年度で精算させていた

だくということで、翌年度精算制度になって

おりますので、23年度におきまして返還させ

ていただくということでございます。 

 それから、31ページの自動車購入でござい

ますが、これにつきましては普通車というこ

とで、車種等はまだちょっと決まっておりま

せん。 

 消防団員退職報償金でございますが、これ

は消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例に基づくものでございます。当初37名を

当初予算で上げておりましたが、最終的に

41名退団されるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 自動車の購入につ

きまして、31ページの件についてお答えさせ

ていただきます。 

 自動車の購入業者の決定につきましては、

陸運局長の証明を取得した認証工場及び兵庫

県自動車整備振興会の加入町内業者、それと

揖龍自動車組合加入町内業者という、この３

点を満たしている業者ということでやってお

ります。町内においては８社、今のところご

ざいます。その方々に見積もりを出していた

だき、競争して入札をして決めたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 35ページ、農

地・水・環境保全推進協議会負担金追加につ

いてでございますが、これにつきましては、

これまで環境保全ということで事業の取り組

みは22年までございましたが、新たに23年か

らは向上活動支援ということで、ハード面で

の支援を行うための負担金でございます。こ

れは兵庫県西播磨地域の農地・水・環境保全

推進協議会という組織が光都にございまし

て、そちらのほうに負担をしていくといった

ものでございまして、太子町におきましては

５集落が今回対象といいますか、地元のほう

でお手を挙げていただきまして、５集落がハ

ード面での事業の取り組みを行うということ

で、町の負担といたしましては全体事業費の

４分の１を負担していくというものでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ページ39の地域活

動支援の関係でございますけれども、活動は

時間給が1,200円、それが６時間、１日６時

間働いていただいて、１週間丸々５日間働く

のが20週、そして５時間働いていただくのが

４日、５時間で４日働いていただくのが２週

ということで、トータル76万8,000円を考え

ております。 

 あと、ページ41の公民館の賃金減でござい

ますけども、新しく公民館の館長になられた

方につきましては一時金の額が減りますの

で、その分で人がかわった場合はそういった

減がございます。 

 あと、保険料のことを聞かれましたね。保

険料については、これはボランティア保険に

入りますので、民間の保険会社ではございま

せん。 

 あと、43ページの総合公園の修繕でござい

ます。59万3,000円の分、これについては先

ほど投てきネットの関係の分を申し上げまし

たが、それで約28万5,000円を予算組んでお

ります。残る30万8,000円ほどの分につきま

しては、あそこにあります乗用の草刈り機、

エンジンほか修理ということで、リールモア

という機械なんですけれども、それは購入後

約12年経過しておりますけれども、初めての

オーバーホールでございまして、相当傷んで

るということでオーバーホールをさせていた

だくもの、それで約30万8,000円ほど予算上

げさせていただきました。 
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 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 自動車保険料。 

 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 済いません、答弁

が。自動車保険料につきましては、自賠責保

険料が組まれております。 

 以上です。 

（井川芳昭議員「自賠責保険」の声あ

り） 

○議長（佐野芳彦） もう一度。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時45分） 

（再開 午前10時45分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 失礼いたしまし

た。自賠責保険料ではなく、任意保険料の途

中からの加入分でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（井川芳昭議員「途中からでも入れ

る」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時46分） 

（再開 午前10時46分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） ご答弁申し上げま

す。 

 任意保険料の加入期間におきましては、購

入時から来年度の５月までということで、５

月に全車一斉更新しておりますので、そうい

う形で期間は１年未満で加入しております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 １点だけ。 

 先ほど新庁舎の建設の検討委員会のことで

お尋ねした中で、いろんな町民からの意見と

か、そういうパブリックコメントとかも行っ

て意見を取り上げていくということでしたけ

れども、私が１点聞いたのは、新庁舎建設委

員会の中で出た意見をホームページとか、あ

とそういうタイムリーな形で情報発信をして

いかれるのかということをお聞きしたんです

が、その点についてお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） その辺につきまし

ては今のところ考えておりません。物事の話

の途中でのことを情報公開しますと、秘密と

いうわけではありませんけども、なかなか物

事が決まりにくい、いろんな異議が出てくる

ということで、その検討委員会の中身につき

ましてはホームページに載せる予定はしてお

りません。ただ、議事録はしっかりとってお

きますので、もし問い合わせがあれば、その

辺につきましてはお答えはいたしますけれど

も、ホームページには載せるつもりはござい

ません。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 １点だけお尋ねします。 

 今回、子供用のＡＥＤが設置されますが、

各幼稚園、保育所関係ですね。それは大人用

とどのように違っているのかということと、

それともう一点、要は幼稚園、保育所の先生

方、それから児童館の担当者の方にどのよう

に今後研修、いざ使おうと思ったら私たち素

人でも一回研修受けてもなかなか使えません

ので、その辺の研修の予定などをお聞かせく

ださい。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） ＡＥＤの購入につ

きましては、これまで幼児とか、いわゆる１

歳以上の方については非常にふぐあいがある

ということで、されておりませんでした。そ

うした中で、このたびＡＥＤを各幼稚園、保

育所、児童館という形で整備させていただく

ものです。今のＡＥＤは小児用パッドと、あ

と電極にちょっと差し込むやつがございまし
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て、差し込んだやつを回しますと、これにつ

いては小児用しかいわゆる電流が出ないとか

という形のタイプのものも出てきてますの

で、そういうものをまた一括してレンタル契

約をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 続けて。 

○財政課長（堀 恭一） それからもう一

点、研修のほうですけれど、これにつきまし

ては総務課のほうの職員研修におきまして、

たつの消防署と一緒になって研修を受けてし

ております。 

 なお、子供用だからというて特に研修は必

要ございません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 そしたら、２点ちょっとお

尋ねします。 

 まず、款16の財産収入のところで、副町長

のほうから説明……。 

○議長（佐野芳彦） ページ数を言ってくだ

さい。 

○中井政喜議員 ページ数は14ページ、款

16の財産収入のところですね。これで吉福グ

ラウンド跡地貸付収入ということで、大阪ガ

スさんに貸し付けるというんか、ガス管が埋

設されるというようなこともちょっと聞いた

んですけれども、そのもう尐し具体的な説明

をいただきたいのと、それと、その下の同じ

く吉福グラウンドの跡地地役権設定収入とい

うことで、これも800万円余りのお金が入っ

てるんですけれども、これのそれぞれ金額に

ついて、これは今回限りなのか、これは年々

入ってくる金額なのかということと、あわせ

まして、次のページの17ページの不動産売払

収入ですか、これの関係で、普通財産売払収

入で38万9,000円、これについても一応私が

聞き間違ってたら失礼なんですけれども、個

人に売られたというようなことも言われてお

ったんですけど、もう尐し場所等、その辺の

ことも含めて説明をいただきたい。まず、こ

れが１点目。 

 あともう一点は、体育館費の関係なんです

けれども……。 

○議長（佐野芳彦） ページ数言ってくださ

い。 

○中井政喜議員 先ほども井村議員のほうか

ら説明…… 

（「ページ数」の声あり） 

 あ、ページ数、ページは43ページね。43ペ

ージの中で、体育館費の中で体育館の天井照

明の関係、これを水銀からセラミックのメタ

ル球にかえるということなんですけれども、

それはいいんですけど、これ個数、全数かえ

ますと、80個余り個数があるらしいですけれ

ども、これ照度の関係を私は心配するんです

けれども、体育館を使う場合にはどうしても

球技で使います。そういう中で、照度の関係

はルクスではかるわけですけれども、その辺

の照度測定はなされているのかどうか。省エ

ネということについては私はもちろん賛成は

しますけれども、それを省エネばっかり追っ

かけることによって照度が落ちてしまって使

用者に対して非常な不便さというんでしょう

か、そういうものが懸念されるんですけど

も、その辺のフォローはされてるんかという

ことだけちょっと確認をしたいんですけれど

も、この２点よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） まず最初に、15ペ

ージの吉福グラウンド跡地の大阪ガスの件に

ついてお答え申し上げます。 

 大阪ガスにおきましては、姫路市のＬＰガ

スの基地から岡山市まで、それぞれの産業用

ガスまた都市ガス供給事業等でガス管の導管

工事をされております。そうした際に、私ど

も太子町のほうへ沖代線から揖保線にわたっ

て導管のほうが入っております。それに対し

まして、吉福グラウンドの跡地のところで、

推進といって一たん地下へ潜りまして、揖保

川の林田川の下をくぐっていくという形の工
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法がとられますので、吉福グラウンドをそう

いう管を埋設する対象としてしてほしいとい

うことでありましたので、通常の占用とは違

いまして、地役権の設定ということで、通常

の売買価格の約40％ぐらいの程度の額を一時

期にいただくということで、864万4,000円上

がってる分が地役権の設定の分でございま

す。 

 また、その工事に伴いまして、そのほかの

用地につきまして、15カ月間貸してほしいと

いうことでございますので、一括で前払いと

いうことで160万9,000円の用地の貸付料とい

うことで上げております。 

 次に、普通財産の売払収入として上がって

おりますのが、これ東保の484－９番地とい

うところの土地でございますけれども、用途

が廃止されました里道、水路を隣接所有者の

方に売り払いするものでございます。これに

つきましても、地価に基づきまして売り払う

ということで売り払いをしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えいたしま

す。 

 天井の照明ですけれども、全体で88個ござ

います。それをすべて取りかえるということ

でございます。 

 そして、ご心配いただきました照度の関係

でございますけれども、国内の正式の大会で

は1,000ルクス、そして一般的に地域の大会

でやったら500ルクス、そして練習であれば

200ルクスと、大体それでいいという一定の

基準があるそうですけれども、今回は十分そ

れが達成できるということでございます。さ

らに、今回７月の節電の関係で省エネをする

んだということで、総務課がずっとルクスを

皆、事務所なりそういった球技場のアリーナ

も測定したわけですけれども、そのときでも

200ルクスはありましたので、通常の練習用

の200ルクスは、現在でも確保できていると

いうことで、議員がおっしゃっとんのは、例

えば１つのコートを３分割してバドミントン

なんかやります、そういったときに部分的に

消しておりますので若干暗く感じられると思

うんですけれども、通常の試合等につきまし

ては十分の照度がございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 ちょっと、普通財産の売払

収入で里道ということで説明を受けたんです

けれども、これ里道の売り払いする場合の卖

価設定とかいろいろあろうかと思いますけれ

ども、金額的にはしれてるんですけども、こ

の辺はどういう基準をもってこういう金額を

されてるんかなというのをちょっと参考まで

に尋ねたいんですけども。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） これにつきまして

は、国税庁の平成22年度分の相続税の路線価

をとりまして、それとともに修正係数という

ものが、細い土地でありますと修正係数とい

うのかかりまして、それに対して平米数を掛

けるということになってます。この土地につ

きましては平米５万3,000円の土地に対して

２分の１の修正がかかりまして、地積が

14.69ということで、金額的に38万9,285円と

いうことで収入を上げております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３５号 平成２３年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第35号

平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ
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から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３６号 平成２３年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第36号

平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３７号 平成２３年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第37号

平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３８号 平成２３年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第38号

平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３９号 平成２３年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第39号

平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４０号 平成２３年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第７、議案第40号

平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４１号 太子町税条例 

       等の一部を改正する条例の制 

       定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第８、議案第41号

太子町税条例等の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 本案については、８月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ
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から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第41号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第41号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ９ 認定第１号 平成２２年度 

        兵庫県太子町一般会計歳入 

        歳出決算の認定について 

  日程第１０ 認定第２号 平成２２年度 

        兵庫県太子町国民健康保険 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１１ 認定第３号 平成２２年度 

        兵庫県太子町介護保険特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１２ 認定第４号 平成２２年度 

        兵庫県太子町老人保健特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１３ 認定第５号 平成２２年度 

        兵庫県太子町後期高齢者医 

        療特別会計歳入歳出決算の 

        認定について 

  日程第１４ 認定第６号 平成２２年度 

        兵庫県太子町墓園事業特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１５ 認定第７号 平成２２年度 

        兵庫県太子町下水道事業特 

        別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

  日程第１６ 認定第８号 平成２２年度 

        兵庫県太子町前処理場事業 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１７ 認定第９号 平成２２年度 

        兵庫県太子町水道事業会計 

        決算の認定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第９、認定第１号

平成22年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第17、認定第９号

平成22年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第１号から認定第９号までに

ついては、８月26日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから総括

質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 

 質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔明快にお願

いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 それでは、通告に従いまし

て６番森田質疑をさせていただきます。 

 質問の内容につきましては、第５次総合計

画に基づく取り組みの成果についてでありま

す。 

 町は平成22年度に、今後10年間のまちづく

りの指針となる第５次総合計画を策定いたし

ました。これは町民一人一人がこの町に住む

魅力を感じ、お互いに手をとり合って、より

魅力的なまちづくりを進めることを目指し

て、基本目標を“和のまち太子”と定め、重

点的に取り組むべき課題として８点を挙げる

とともに、10年後のあるべき姿の実現に向け

て９つの政策と27の施策を設定しています。

そして、実施計画において、既存の各事業を

それぞれの施策項目ごとに再編するととも
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に、新規事業にも取り組んでおります。が、

この22年度決算は、この計画に基づき取り組

んだ初年度の決算であります。この決算を踏

まえて、計画にうたっている次の施策の取り

組み成果についてお伺いをいたします。 

 なお、平成22年度主要施策の成果に関する

説明書で重立った事業について説明をいただ

いておりますので、できれば22年度新たに取

り組んだ新規事業及び継続事業で特に内容の

充実に取り組んだものについての成果を説明

願えればありがたいと思います。 

 まず、政策１、健康でいきいきと暮らせる

まちづくりのうち、保健・医療サービスの充

実について。次、政策２、誰もが支え合って

暮らせるまちづくりのうち、安心して老後が

迎えられるまちづくりについて。政策３、子

ども達の笑顔があふれるまちづくりのうち、

子育てしやすいまちづくりについて。政策

４、安心して暮らせるまちづくりのうち、町

を襲う危機への備えについて。政策７、憩

い、ふれあいがある心豊かなまちづくりのう

ち、憩い、ふれあいの場づくりについてであ

ります。よろしくお願いをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えいたします。 

 先ほど議員もおっしゃいましたように、第

５次総合計画を平成22年度からスタートさ

せ、向こう４年間、この総合計画に基づいて

町の行政を執行していこうというところで取

り組みをさせていただいております。その中

で、ご質問でございますが、政策第１の中

で、保健そして医療サービスの充実の取り組

みについてでございます。 

 このサービスの充実につきましては、特定

健診・特定保健指導につきましては、受診率

の向上を目指して、平成22年度より国保加入

者の特定健診にかかる自己負担金を無料とい

たしました。また、国保連合会の支援を得ま

して、未受診者対策といたしまして、在宅の

保健師のマンパワーを活用した電話による受

診勧奨や受けられない理由等の把握のための

調査を実施いたしたところでございます。 

 平成22年度の特定健診・特定保健指導の実

績といたしましては、特定健診では1,438名

の方が受診されまして、受診率につきまして

は25.3％、昨年よりは3.5％向上いたしたと

ころでございます。 

 また、特定保健指導につきましては、特定

健診で特定保健指導の対象となりました

198名のうち126名の保健指導を実施し、実施

率63.6％と。この63.6％と申しますと、県下

でも上位の利用率となったところでございま

す。 

 そして、がん検診の取り組みでございます

が、前年度に引き続き、女性特有のがん検診

として、乳がん、子宮がん検診対象者のうち

節目年齢の方に対し検診手帳また無料クーポ

ンを送付いたしまして、受診促進を図ったと

ころでございます。 

 子宮がん検診につきましては、個別検診と

いたしまして、姫路市の医療機関でも受診で

きるように受診環境を整えまして、微増では

ございますが、受診率が若干向上したという

ところでございます。 

 また、予防接種につきましても、医師会、

学校等の協力のもと、子宮頸がん等３種ワク

チンの全額助成事業を実施したところでござ

います。 

 次に、この細施策２の母子保健対策の充実

についてでございますが、22年度におきまし

ても安全・安心に妊娠期を送り出産できるよ

う、妊婦健康診査費用に対する助成を428人

の妊婦さんに対し実施したところでございま

して、また妊婦支援といたしまして母親教室

そして両親教室を実施し、実施回数16回、

177人の参加がございました。 

 また、乳幼児健診や事後指導、健康教室や

訪問指導など、切れ間のない、一人一人に対

応した、きめ細やかな支援を実施いたしたと

ころでございます。 

 続きまして、細施策３の地域医療体制の確

立でございますが、この地域医療体制といた

しましては、もうこれは既にご高承のとお

り、たつの市と太子町で運営いたしておりま
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す揖龍休日夜間急病センターにおきまして実

施をしておりますが、平成22年度におきまし

ては 6 9日の診療日数でございまして、

4,181人の受診者がございました。そのうち

太子町民が占める割合は16.6％、695人の方

がご利用いただいたというところでございま

す。 

 続きまして、この細施策１の中での福祉サ

ービスの充実におきましては、虚弱なひとり

暮らし高齢者を対象といたしております安心

見守りコール事業の利用者がございます。こ

の事業につきましても、やはり微増ではござ

いますが、117人の利用者がございました。 

 そして、高齢者日常生活用具給付等事業に

おきましては、住民税非課税のひとり暮らし

高齢者、同じく非課税で介護保険の要介護３

以上の方がいらっしゃる世帯を対象とした住

宅用火災警報器の取りつけが本年６月の設置

義務化を前にいたしまして多くございまし

た。 

 また、介護保険サービスの利用や地域包括

支援センターの相談も増えておりまして、

2,185件の利用でございます。 

 支え合う体制の確立におきましては、各地

で行われておりますふれあいサロンに出前講

座という形でご支援をさせていただいており

ます。この中で、３月の東日本大震災後は自

然と互いに助け合う共助の意識が高まってき

たように思われます。４月以降もそうした傾

向が見られ、これはいい方向に動いているな

と、このように考えております。 

 生きがいづくりの推進についてでございま

す。中央公民館でのたちばな大学や、また各

種講座、各公民館での講座等の生涯学習講座

を実施いたしております。これはもう22年度

から、新規でございません。今までから継続

して実施してきております。 

 そして、老人クラブへの助成等につきまし

ても、クラブの活動を支援いたしておりまし

て、高齢者の生きがいづくりに貢献ができて

いるものと、このように考えております。 

 細施策の４の高齢者の権利擁護におきまし

ては、認知症についてでございますが、各自

治会、町内各医療機関のご協力のもと、認知

症についての啓発ポスターの掲示をいたしま

して、認知症の方とその家族を応援する認知

症サポーターの養成講座を実施し、養成講座

修了を意味いたしますオレンジリングをお渡

しした方が増えてきております。 

 また、もの忘れ相談では、早期に専門医療

機関につなぐこともできた事例も出てきてお

ります。やはり、こうした認知症、早い時期

での対応というのは必要ではないかと、この

ように考えております。 

 また、成年後見制度につきましては、市町

申し立てはございませんが、相談の件数がご

ざいまして、10件ということで、昨年度よ

り、昨年は６件でございましたんですが、若

干そうしたところ増えてきているなというふ

うに思うところでございます。 

 また、高齢者の虐待につきましては、相

談、通報に対し、関係機関と迅速に連携し、

生命への危険性等を判断いたし対応したとこ

ろでございまして、中には施設へ緊急保護し

た事例もございました。５件あったわけです

が、これはやはりこうした対応、速やかに実

施していき、危険性のないように取り組んで

いきたいと、このように考えます。 

 次に、施策３の子ども達の笑顔があふれる

まちづくりのうち、子育てしやすいまちづく

りについてご答弁をさせていただきます。 

 核家族化の進展や保護者の就労形態が多様

化してきており、子育てしやすい環境づくり

が必要でございます。 

 施策の１点目、家庭での子育て支援とし

て、子育て学習センターの充実、子育て相談

の充実、児童虐待の防止等に取り組んだとこ

ろでございますが、子育て学習センターが子

育てグループ活動や子育て相談等の活動拠点

の場として、子供の健やかな成長、親の子育

て力の向上に大きく役立ったものと、このよ

うに思っております。 

 また、育児不安や悩みを抱える保護者には

積極的に相談に応じ、必要があれば家庭訪問
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等をしたところでございまして、また反面、

児童虐待が社会問題として大きく新聞等で報

じられているところでございます。児童虐待

の防止、早期発見に努め、要保護児童対策地

域協議会を開催し、関係機関と連携をした取

り組みができたところでございまして、これ

は警察また児相、そして民生児童委員さん

等々、そうした関連の皆さんに集まっていた

だきまして、その対応を協議したというとこ

ろでございまして、これはこれからのそうし

た事案が発生したときに大きく関連して取り

組みができるんではないかなと、このように

考えております。 

 施策の２点目の保育サービスの充実でござ

いますが、共働き家庭の増加や多様化する保

育サービスに対応するために、本年度は一時

預かり保育や障害児保育に重点を置いて取り

組みをさせていただきました。やはりそうし

た利用者等々も多く利用していただいたと、

このように考えております。 

 ３点目の遊び、学びの場づくりとしまし

て、子育て家庭の交流の場づくりにも取り組

んだところでございまして、児童館の母親ク

ラブ並びに子育て学習センターの年齢別子育

てグループが主体性を持って自主的に活動い

ただいております。子育て家庭が行事等に積

極的に参加し、情報交換ができる機会が提供

できたと、このように思っております。 

 こうした取り組み、やはり同じそうした子

育てをされる皆さんが悩み、また楽しかっ

た、よかった点等々を持ち寄っていただいて

話し合いや情報交換ができるということは有

意義なものであると、このように考えてお

り、また利用者には大きく喜んでいただいて

おるというところでございます。 

 そうした中、子育て学習センターでは太田

校区の老人クラブ会員の皆さん75名が子育て

サポーターとして、この施設の活動を支え

て、親の子育て力の向上に寄与していただい

てると、これもありがたいことであるなと、

このように思っております。 

 次に、安心して暮らせるまちづくりについ

てでございますが、政策４といたしまして、

町を襲う危機への備えに関する施策について

でございますが、やはり自助、この中で自

助・共助防災体制の構築でございますが、平

成22年度から防災訓練の実施方法を変更とい

いますか変えて、発災対応型の訓練に変更

し、自主防災組織の強化を重点とする実践的

な避難訓練や図上訓練などの内容に変更し、

自主防災組織からの参加者を募り、龍田地区

の多くの住民の方々が中心となった訓練を実

施いたしました。 

 この訓練、今までですとそれぞれの種目に

よって、もう時系列的にすっと流れておりま

したのが、やはりいざ本当に事案が発生した

ときの対応として、こうした災害が起きたと

きはどうするべきかというようなことで取り

組みをしていただいたというところでござい

ます。以前も申し上げましたが、今回の東日

本大震災でも地道にもう訓練を重ねておられ

た地域においてはやはり被害は案外尐なくて

済んだというようなことも聞いておりますの

で、こうした訓練は積んでいかなければいけ

ないと、このように思っております。 

 また、「地域の防災・減災を男女共同参画

の視点で考えよう」というテーマを持ちまし

て、災害時の女性の果たす役割、また視点の

重要性について、女性向けの内容で防災講演

会を開催し、住民一人一人の防災意識の高揚

を図り、自主防災組織の充実につなげること

ができたと、このように考えております。 

 さらに、要援護者の支援の強化、そして要

援護者ごとの個別マニュアルの作成を進める

ために、太子町災害時要援護者支援マニュア

ルを３月に策定いたしまして、要援護者支援

の方針や方法等を明確にいたしたところでご

ざいます。もしものときにはこうしたマニュ

アルが大きく活用できるんではないかなと、

このように考えております。 

 次に、災害に強いまちづくりについてでご

ざいます。防災資機材等整備支援事業交付金

を活用いたしまして、高病原性の新型インフ

ルエンザ対策といたしまして、感染症防護対
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策キットを150着、災害時の避難所において

必要となる簡易間仕切り等々の整備を行い、

危機管理体制の強化を図ったところでござい

ます。 

 また、住宅の防災、防火機能の向上といた

しまして、住宅の耐震化や、また住宅用の火

災報知機のＰＲを防災訓練また出前講座等々

で行ってきたところでございまして、さらに

防災訓練や情報の伝達訓練などによりまし

て、関係機関との情報の伝達体制や連携方法

について強化を図っていきたいと、このよう

に考えております。 

 次に、消防力の充実でございますが、この

消防力の充実、強化、22年度の取り組みとい

たしましては、消火栓１基の新設、また小型

動力ポンプ１台、そして消火栓器具等に自治

会への補助を実施し、消防資機材の充実強化

を図ったところでございまして、組織といた

しましては消防団員などの確保に努め、消防

人の育成のための操法大会や林野火災消火訓

練等々を実施いたしております。 

 次に、政策７の憩い、ふれあいがある心豊

かなまちづくりの場づくりでございますが、

拠点公園と位置づけて進めております総合公

園整備事業につきましては、花と緑・文化の

里ゾーンの整備地区の約1.8ヘクタールにお

きまして、第１期工事といたしまして、敷地

造成工事と埋設配管、上下水また雤水、電気

の敷設工事を施工いたしたところでございま

して、その中で盛り土流用のために町民グラ

ンド約１万1,200平米のすき取り及びまた整

地を行いまして、３月中旪に施工が完了した

ところでございます。 

 さらに、公園敷地といたしましては、ため

池２筆、約3,170平米の用地買収を行い、事

業の推進を図ったところでございます。 

 あわせて、緑化の推進についてでございま

すが、道路緑化推進といたしまして、揖保線

道路改良工事におきまして、低木と地被類の

２種類、約１万1,790本の植栽をいたしまし

た。 

 また、緑化の維持保全のために道路植栽５

路線及び都市公園13カ所で防除、剪定の植栽

管理を実施いたしたところでございます。 

 その中で反面、道路での植栽、これは高木

は今後考えていかなければいけないという反

省点も出ております。と申しますのは、上が

どんどん茂ってくる。そしたら、思い切って

剪定をやりますと、逆に地下の根がはびこり

まして、歩道等を盛り上げるというようなこ

とも発生いたしておりますので、今後そうし

たところ十分考え合わせながら低木等々での

対応も考えていきたいなと、このように思っ

ております。 

 そして、親水空間の整備といたしまして、

林田川、大津茂川の自然を生かした遊歩道ま

たサイクリングロード等々で、地域で良好な

自然環境を活用していただくために、のり面

また河川敷、堤防線等々の除草作業を行って

おり、環境保全に努めているところでござい

ます。 

 今までから継続して実施している事業もあ

わせて強化していかなければならない点も

多々あろうかと思います。やはり新しい取り

組みとして取り組むべき点はこれから重点を

置いて一番ウエートを置かなければいけない

なと思いますのが私は健康、検診関係です

ね。その受診率の向上、どうすれば上がって

いくか。私は微増でもいいですから尐しでも

たくさんの皆さんに受診をしていただきたい

と、このように考えております。たくさん受

診していただいて、発見されるのはごく一部

の方でございます。私はそれでいいと思うん

ですね。やはり検診は受けていただき、そし

て健康で頑張っていっていただけるように、

このいろいろな検診にまた重点を置いて取り

組みをさせていただきたいと、このように考

えております。 

 以上でございます。どうかよろしくお願い

します。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ありがとうございます。非

常に丁寧に細かくお教えいただきましてあり

がとうございました。 
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 ただ、今、町長さんも最後におっしゃいま

したように、施策１の健康でいきいきと暮ら

せるまちづくりのうち、受診率の向上という

ことでお話しいただいたわけですけども、町

の検診でがんが見つかり、早期に治療できて

命拾いしたという話をちょいちょい身近な人

の話として聞かせていただきます。本当にそ

ういう話を聞きますと、この受診率がもっと

高められて、多くの人がそういう反省のない

ような状況になればなあというふうに思いま

す。 

 そこで、22年度の受診率の成果につきまし

ては、成果表でいただいとるわけでございま

すけれども、さらにこの受診率を高めるため

には何が必要なのかということで、お考えに

なられるようなことがありましたらお知らせ

を願いたいというふうに思います。 

 それから、施策の２の支え合って暮らせる

まちづくりにつきましても、いろいろと施

策、事業を考えていただきまして、23年度に

つきましても新たに行われた事業もございま

す。非常に頼もしく思うわけでございますけ

れども、特に認知症の高齢者相談につきまし

ては、自治会にポスター等も掲示し、養成講

座も実施したりして事業を進めているという

ふうにお聞きしたわけでございますけれど

も、月に１回、心理士を配置して、そういう

相談事業を行いますというふうな事業の方針

も施政方針の中で述べられておりましたけれ

ども、その辺につきまして、もう尐し結果等

につきましてご報告をいただきたいというふ

うに思います。 

 それから、政策の３の子育てしやすいまち

づくりにつきまして、先ほど説明があったわ

けでございますけれども、子育て学習センタ

ーの学習活動が非常に、訪問させていただい

たりしますと活発に行われておりまして、あ

りがたいなあというふうに思います。このセ

ンターの事業は太子町が他町に誇れる事業だ

ろうというふうに私は思っております。 

 ただ、その中で職員の充足をもう尐し行っ

て、もっともっとこの事業が充実していくよ

うにというふうな思いもするんですけれど

も、その辺につきましてはどういうふうにお

考えでございましょうか。 

 それから、児童虐待防止についてでござい

ます。 

 それも今説明をいただいたわけでございま

すけれども、児童家庭全戸訪問事業及び児童

虐待防止月間のキャンペーン実施を通じて住

民に強くアピールをして、要保護児童の早期

発見に努めるんだというふうにおっしゃいま

して、実際その事業を進められたわけでござ

いますけれども、この要保護児童の発見に努

められた結果、何件そういうような状況の児

童があったのか。もしあれば報告を願いたい

というふうに思います。 

 次、施策の４の町を襲う危機への備えにつ

いてであります。 

 22年度は防災訓練の方法を尐し考えられ

て、龍田地区の自主防災組織等の参加も得

て、発災型の訓練に変えていったという報告

でございました。確かに今までの防災訓練と

申しますと、救助を主とする内容が主であっ

たんではないかというふうに思っておりまし

た。それで、そういう方向が打ち出されたと

いうことは非常に効果のあることじゃないか

なというふうに思いますけれども、今後はま

すますこの地域には高齢者卖独世帯や避難に

支援を要する人々がたくさんおられるように

なってまいりました。 

 そこで、住民が実際に生活の場で参加する

実践的避難訓練及び避難所での受け入れ態勢

等の訓練が必要じゃないかというふうに思い

ます。そういう意味で、今後の避難訓練のあ

り方というものについてもう尐しお考えをい

ただければというふうに思います。聞かせて

いただければというふうに思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それからもう一点、６月の一般質問でもお

聞きをさせていただいたんですけれども、町

の雤水計画の見直しを防災マップを参考にし

て行っているんだというふうに部長のほうか

らお聞きいたしました。 
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 これにつきまして、本当に年々宅地化が激

しくなりまして、田んぼ、畑がつぶれていく

地域では、集中豪雤による強い雤で道路が冠

水し、水が道路にあふれて、溝と道路の区別

がつかないような状況になってるところがち

ょいちょい出てきております。一歩間違えば

即人命にかかわるようなこともございますの

で、この見直しの計画を早急に進めていただ

きまして、その対策をお願いしたいというふ

うに思います。 

 そこで、この見直しの終了年度は一体どれ

ぐらいを考えておられるのか、それについて

お聞きしたいと思います。 

 次、施策の７番でございます。政策の７

番、憩い、ふれあいの場づくりについてであ

ります。 

 総合公園の整備事業につきましてなんです

けれども、22年度で用地を3,786万4,000円、

今3,170平米というふうにお聞きいたしまし

たけれども、買われました。それから、工事

費として3,200万円、造成工事を実施されて

おります。 

 その内容につきましても今お聞きしたんで

すけれども、まずこの3,786万4,000円の用地

費をもって、現在までにこの用地購入計画の

面積の何％を買収できたのかということをお

聞きしたいのと、それから、この公園事業全

体の完了年度は何年なのかということをお聞

かせ願いたいと思います。 

 また、この間も一般質問でありましたけれ

ども、今町民が強く望んでおりますのは、身

近なところで一定規模のある公園でありま

す。確かに総合公園は立派なものでございま

すけれども、年数が非常にかかっておりまし

て、いつできるのだろうかというふうに待ち

遠しく思っておる方もおられます。そういう

こととともに身近な公園を多くの方が望ん

で、町民アンケートにも答えておられるとい

うのが実情だろうと思います。 

 そこで、都市計画のマスタープランの公園

整備方針を見直されて、現在の予定地区が２

カ所そのマスタープランには表示されており

ますけれども、宅地化が進み、子供たちの人

口が多い地区にも2,500から3,000平米ぐらい

の公園設置をぜひ進めていただきたいという

ふうに思うのですけれども、お考えをお聞き

したいと思います。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えいたします。 

 まず、検診等々の受診率の向上についての

取り組みでございますが、私いつも思うんで

すが、これをやったから受診率がぽっと上が

るかというと、そうした特効薬は私はない

と、このように思っておりますが、しかし今

検診等々もいろんなメニューを組み合わせ、

また日曜、休日での取り組みとか、そうした

ことも実施をさせていただいておるところで

ございます。また半面、先ほども議員おっし

ゃいましたように、たくさん受診された中で

１名でも２名でも、ああ、発見できたんだと

いうことで、治療ができたというようなこと

がわかれば、また一度それやったら受けてみ

ようかという方も増えるんではないかなとい

う思いがいたします。そうした情報交換の場

所の設定、またいろいろな会議等々の場でそ

うしたことも報告、また取り組みの内容の成

果を知っていただくべきではないかなという

ふうに考えております。そうした地道な取り

組みで受診率の向上に努めていきたいと、こ

のように考えます。 

 次に、認知症の関係でございます。 

 これ今やはり現代病といいますか、昔で言

いますと、もう年がいきゃあ当然だという考

え方ができておったんですが、最近認知症と

いいますと、何もお年が召したからかかると

いうものでもございません。案外、若くても

こうした認知症にかかられる方がございま

す。実際にそうした認知症のご家族をお持ち

の方は大変だなという思いがいたします。 

 その中で、我々行政として、また福祉のほ

うでどうした手だてができるかということを

しっかりと、いろいろな分野で相談また会議

等打ち合わせで練っていって、取り組み方法

をやはりもっともっと考えるべきではないか
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なという思いがいたしております。 

 しかし、今施設といいますか、特別養護老

人ホーム等々の職員の皆さん方にもご協力を

得ながら取り組みをさせていただいておりま

す。また半面、介護保険等々の問題もござい

まして、それが利用しやすいような、いつも

これはご質問でもちょうだいいたしておりま

すが、今そうした点で実施していただいてお

ります職員の皆さん方も、もう今現在手いっ

ぱいではないかなというような感じもなきに

しもあらずという中で、再度こうした認知症

の取り組み、やはり地域との連携、口で言う

のは本当にすっと出るんですが、いざという

ときに取り組めるかどうかというところはな

かなか難しゅうございます。関連機関と十分

協議しながら対応をしていきたいと、このよ

うに考えます。 

 次に、子育て支援センターの取り組みにつ

いてでございますが、今太子町で実施してお

ります支援センター、本当に私も充実してい

る取り組みであるなという思いがいたしま

す。議員、そこでの職員の充実というご質問

をちょうだいいたしましたんですが、私は今

こうした中での行財政改革に取り組む中で、

なかなか職員の充実というのは難しいなとい

う思いでございます。そこらあたり、やはり

試行錯誤する中で、ボランティアの皆さん、

またそうした取り組みに参画してやろうとお

っしゃるような、いろいろな経験を持たれて

いる皆さん方が地域にもいらっしゃると、こ

のように思いますので、そうした皆さんの活

用等々も考えるべきではないかなという思い

でございまして、大きな費用を投入するんで

はなくして、いろいろな手法でもってそうし

た日常の業務に従事できる方々を参画と協働

というような面でも考えていきたいなという

ところでございます。 

 次に、児童虐待の件でございます。 

 今、太子町では大きなそうした児童虐待は

ございません。しかしながら、中に入ってい

きますと、いろいろな小さなことがあるんで

はないかなという思い、目に見えないところ

であるんではないかなという思いがいたして

おるところでございますが、表に大きなこと

がないというのは私は幸せだなという思いが

する反面、いつ、どこで、そうしたことが発

生するかもわかりません。これは先ほど来申

し上げておりますように、どういうことでこ

の児童虐待に対応していくかといいますと、

これも特効薬等々はございません。もう日常

的な保護者からのふだんからの教育、そうし

たものも必要になってこよう。また、生活面

でもそうした日常的な取り組みが必要ではな

いかと、このように考えます。もし何かがあ

ったときには近隣の皆さんのご協力もお願い

していかなければいけないなという思いでご

ざいます。 

 次に、防災面についてでございます。 

 実践的な訓練のあり方というところで、私

この昨日の台風12号、これでもまた、これち

ょっと一番最後のほうの雤水排水の件にも重

複する点でございますが、台風12号、ああし

て速度がゆっくりになれば、あれだけ大きな

災害が発生するんだなと。特に紀伊半島での

災害、大きな河川がはんらんするというよう

なことも発生いたしております。きょうも

朝、家を出るときにふと考えましたのは、本

当に完璧なこれ対応、行政でやっていけるん

だろうか、どうだろうかなという思いがした

ところでございます。 

 ゲリラ豪雤、また長期滞在型の降雤、そう

したものを考え合わせますと、もう100％こ

れで大丈夫だというようなことをしようと思

えば大変なことになるなという思いがいたし

ました。しかし、そうしたところ、もしとい

うようなときに、いかに被害を尐なくしてい

くかということを考え合わすには、やはり訓

練なり、また逆に土地利用についても遊水地

の確保というようなことも考え合わせなけれ

ばならないんではないかなという思いがいた

しております。 

 雤水排水等々の計画についても、私は完璧

なことはなかなか難しいんではないかと。と

申しますのは、雤水排水、どこかに最終的な
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放流箇所を持っていかなければいけない。そ

うしたところ本当に機能はするかどうか。勾

配等々の関係もあろうと思います。そうした

ところは慎重に対応していき、これがいつご

ろまでに完了するかというお問いもございま

した。私は、もう毎年毎年考え合わせて、や

ってよかったなと言える雤水排水の計画等も

立てていき、地元の皆さんとも話し合いなが

らやらせていただきたいと。これは私は発災

型の防災訓練等々にも関連してくる問題であ

ろうと、このように考えております。これは

なかなか明確な答弁というのは難しいなとい

う思いがいたしております。そうしたところ

で行政としてもでき得る限りの雤水対策も考

え合わせていきたいと、このように思ってお

ります。 

 いろいろ話を聞きますと、私ども太子町で

も51年の災害、あれは大津茂川からのバック

ですね。幹川から逆に水が内地へ入り込むと

いうようなことで堤防を崩したというような

こともございますので、最終的にそうした勾

配等々のことも考え合わせてやっていかなけ

ればいけないと、このように考えておりま

す。その点ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 次に、最後に総合公園の用地の関係でござ

いますが、今面積ベースで約93％の進捗率で

ございます。いろいろと取り組みをさせてい

ただいておりますが、あれの最終完成年度、

これも先ほどから申し上げておりますよう

に、もういつまでに、ぱっと、思いは私もご

ざいます。一つ一つ完結していきたいなとい

う考えはございますが、しかし、そこに一気

に投入できる財政力もなかなかないという中

での取り組み。大体、これからまだ10年弱は

かかるんではないかなという思いがいたして

おります。しかし、華美なものをするんでは

なくして、でき得る限り内容を検討し縮小

し、完成につなげていきたいと、このように

思っております。 

 最後に、身近な公園、2,500から3,000平米

の公園というような地区公園、そうしたもの

の取り組みというところでございますが、以

前の一般質問でもお答えいたしました。私ど

も太子町では22.62平方キロの狭隘な面積の

中での取り組みで、用地確保が一番大変だな

という思いがいたします。 

 今、石海の吉福グランドも既に揖保線の関

係で供用ができないという中で、吉福グラン

ドに取り組もうとしておりましたんですが、

この件についてもやはり昨今の経済情勢等々

を考え、用地買収ということになりますと、

なかなか難しゅうございます。そうしたとこ

ろで今休止をしているという現状でございま

して、ここに新たな税の賦課というようなこ

とも今現在は考えられないと、このように思

っておりますので、都市計画税の導入という

ことも難しいという中で、この公園等々は的

を絞るといいますか、地域を絞っていって計

画を慎重に練り、対策をしていかなければい

けない。やはり皆さん方、町民の皆さんは昨

今だんだんとそうしたところ、子供をゆっく

りと遊ばせてやる、屋外で遊ばせてやるとい

うようなことも必要であるということは言わ

れておりますが、私もそれは同感ではござい

ますが、なかなか用地を購入して公園化につ

なげていくというのは今のところ難しいなと

いう思いでございます。とりあえず私自身、

今庁舎建設に努めていき、その後にまたそう

したところを考えていきたいと、このように

思うところでございますので、何分今後とも

ご支援、ご協力よろしくお願いいたしまして

答弁にかえさせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 森田議員、再質問あり

ます。 

（森田眞一議員「よろしいですか」の

声あり） 

 再質問あります。 

（森田眞一議員「はい」の声あり） 

 あるんだったら、ここで一たん休憩します

ので。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後１時10分とします。 

（休憩 午後０時02分） 
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（再開 午後１時08分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 森田眞一議員の総括質疑を続行します。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 もう尐しお時間をいただき

ます。 

 政策の４の町を襲う危機への備えについて

でありますけれども、先ほど町長のほうか

ら、この防災マップを参考にして雤水計画の

見直しを行っているけれども大変な時間を要

するだろうという回答をいただきました。全

体のことでありますので、それもやむを得な

いかなとは思いますけれども、先ほども申し

ましたように、全体の中でも宅地化が非常に

激しく進んでいる地域では本当に小さな溝が

雤であふれて冠水し、溝と道路がわからない

ような状況になってるところが出てきており

ます。そういうことでございますので、全体

的な計画の見直しの完了を待つんではなく

て、そういうところに対応を早急にやってい

ただけるようなことを考えていただけないか

というふうに思うんですけども、いかがでご

ざいましょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この問題、雤水の関係

ですが、その部分だけに手を入れればすっと

解決するんではございませんのでね。下のほ

うから上流まで、すべてを通していかないと

解決する問題ではないと、このように考えま

す。できるだけ前向きに取り組みをしなくて

はならないという思いでございます。 

 先ほど、午前中にも申し上げましたが、そ

したら、どれぐらいのものをやれば完璧にで

きるんかというと、なかなかこれもすべてが

うまくいくということでもございません。そ

の中での取り組み、しっかりと基本を押さえ

なければいけないだろうと思います。そうし

た中での取り組みでございますので、雤水幹

線という考え方のもとで取り組みを計画をさ

せていただきたいと、このように考えます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 そういうふうに下のほうか

ら考えていかなならんということもよくわか

りますけれども、できるだけ早く計画を進め

ていただきまして、対応できるものについて

は早急に対応をしていただけるような措置を

お願いしたいと思います。 

 質問終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で森田眞一議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 橋本恭子、通告に従いまし

て総括質疑を行います。よろしくお願いいた

します。 

 １点目、平成22年度、９つの行政施策につ

いて伺います。 

 １、健康でいきいきと暮らせるまちづくり

について、こども医療費助成事業と健康診

査、特定健診、特定保健指導事業と子宮頸が

ん等ワクチン接種促進事業の実績を伺いま

す。 

 ２点目、誰もが支え合って暮らせるまちづ

くりについて、オストメイトトイレ事業、地

域（広域）療育等支援事業の事業実績を伺い

ます。 

 ３点目、子ども達の笑顔があふれるまちづ

くりについて、斑鳩小学校屋内運動場改築事

業、太田小学校校舎耐震補強事業の経過を問

う。 

 ４点目、安心して暮らせるまちづくりにつ

いて、学校メール配信事業、沖代線歩道整備

事業の実績を問います。 

 ５点目、快適で住みやすいまちづくりにつ

いて、地籍調査事業、揖保線道路整備事業の

実績を伺います。 

 ６点目、美しくすがすがしいまちづくりに

ついて、立岡山北配水池整備事業、下水道事

業の事業実績を伺います。 

 ７点目、憩い、ふれあいがある心豊かなま

ちづくりについて、総合公園整備事業と歴史

資料館八角堂カラーコルトン写真更新事業の

実績を伺います。 

 ８点目、産業の活気あふれるまちづくりに
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ついて、県営上ノ池改修事業、集落営農組織

化事業の事業実績を伺います。 

 ９点目、自治と連携による力強いまちづく

りについて、電子申告導入事業と住民参画、

協働の推進事業の実績と成果を伺います。 

 ２点目、平成22年度決算で、一般会計の歳

入で自主財源の40.15％が町税であります。

前年度に比較して3.8％減尐しています。ま

た、不納欠損額は2,521万4,000円で、滞納額

（収入未済額）が３億9,016万7,000円であり

ます。不納欠損額は584万4,000円と増加し、

30.2％上昇しております。不景気による難し

さもあるが、税の公平、適正さのため、さら

に収税管理室の強化の取り組みと対策が必要

と思うが、いかがでしょうか。 

 一般会計の歳出について伺います。 

 前年度に比較して支出済額が 1,847万

8,000円（0.2％）減尐し、翌年度繰越額は３

億5,462万4,000円（126.4％）と大幅増加し

ておりますが、不用率が12.2％で、不用額が

３億8,057万4,000円となっています。不用額

の多いものについて、その原因について分析

し、より効果的に予算編成等すべきと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 ３点目、国民健康保険について伺います。 

 調定額に対して徴収率が73.4％で、前年度

より1.1％低下しております。要因は不景気

による所得の落ち込みや若年層の税の納付意

識の低さ等があるかと思いますが、対策はど

うでしょうか。 

 ４点目、財政健全化判断比率で21年度決算

は将来負担比率が120％でありましたが、

22年度決算では95.8％であり、24.2％の改善

がされています。これから太子町役場の新庁

舎建設があるわけですが、財政的に裏づけが

あると思いますが、その考えをお聞きいたし

ます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 橋本議員の質問にお答

えいたします。 

 まず第１点目に、健康でいきいきと暮らせ

るまちづくりについてでございますが、まず

こども医療費の助成事業につきましてお答え

させていただきます。 

 従来の小学３年生までの乳幼児等医療費助

成事業に加え、小学４年生から中学３年生の

児童・生徒が入院した際、医療機関に支払っ

た被保険者負担額を申請により払い戻すこと

で無料化するもので、平成22年４月から制度

を創設いたしております。広報紙への掲載

や、また制度啓発用のリーフレットを小・中

学校を通じて年２回配布し、周知を図ってま

いったところでございます。給付実績につき

ましては６件、29万6,471円でございまし

た。 

 次に、健康診査の件でございますが、がん

検診の実績としましては、検診率は乳がん検

診を除き全体的に昨年度より微増ではござい

ますが向上いたしております。 

 続きまして、特定健康診査・特定保健指導

の実績といたしましては、先ほど森田議員の

質疑でも答弁いたしましたが、特定健康診査

受診率については25.3％で、昨年度より

3.5％向上いたしております。また、特定保

健指導につきましては63.6％と、県下でも上

位の利用率となってございます。 

 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業につい

てでございますが、子宮頸がん等ワクチン接

種促進事業の実績といたしましては、子宮頸

がん予防ワクチン接種者数が226人、接種率

31.7％、Ｈｉｂワクチン650人、34.3％、小

児肺炎球菌ワクチン542人、28.6％でござい

ました。 

 次に、オストメイトトイレの事業について

申し上げます。 

 この事業につきましては、既にご高承のと

おり文化会館に設置をさせていただいたとこ

ろでございまして、やはりこうしたオストメ

イト、バリアフリー等々考えまして、この文

化会館に設置をさせていただいております。

利用者の方には、これは喜んでいただいてお

るものと、このように考えております。 

 次に、地域（広域）療育等の支援事業でご
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ざいますが、地域療育事業の利用者は

1,242人でございまして、前年度に比べまし

て132人増加いたしております。療育の内訳

につきましては、言語療法480人、作業療法

427人、音楽療法211人、心理療法91人、理学

療法18人、療育相談15人でございます。地域

療育は予約制で実施いたしております。 

 次に、４市３町で実施いたしております西

播磨療育事業の太子町の利用者は延べ744人

で、児童デイサービス735人、療育相談９人

が児童デイサービスたんぽぽを利用されてお

るところでございます。これらの事業は障害

者の自立、障害者福祉向上、福祉に優しいま

ちづくりにつながっていくものと、このよう

に考えております。 

 続きまして、子ども達の笑顔があふれるま

ちづくりについて、斑鳩小学校屋内運動場改

築事業、また太田小学校の校舎耐震補強事業

の経過でございます。 

 斑鳩小学校の屋内運動場改築事業では、平

成22年度末の３月８日に工事の請負契約を締

結したところでございまして、その後の期間

が22年度ではございませんでした。そうした

中で、23年度において旧体育館の解体、また

埋蔵文化財調査、基礎工事等々、この23年度

の８月に終了させたところでございまして、

24年３月末の完成に向けて順調に今推移いた

しておるところでございます。 

 次に、太田小学校の校舎耐震補強事業でご

ざいますが、この事業につきましては平成

22年度において耐震診断及び補強工事の実施

設計をいたしたところでございまして、その

後やはり工事に着手いたしております。８月

時点の進捗状況につきましては、中央棟及び

東棟のトイレ改修工事が終了し、２学期から

新しくなったトイレの使用を開始していただ

いております。引き続き、補強ブレースの設

置等耐震補強工事をこの23年12月末までに完

了を目指して実施してまいります。 

 続いてでございますが、学校メール配信事

業、また沖代線の歩道整備事業の実績につい

てでございますが、この学校メール配信事業

につきましては平成22年６月から町内の小・

中学校６校にシステムを導入し、保護者の方

に学校情報をお伝えいたしております。平成

22年度におけるメール配信件数は、校内行事

の通知、不審者情報のお知らせ、地域行事の

案内、洪水警報の発令及び解除等々、６校で

41回の配信がございました。また、保護者の

登録率は、小学校で 74.57％、中学校で

59.72％、小・中合わせて70.2％でございま

す。 

 次に、沖代線の歩道の整備事業でございま

すが、本事業につきましては蓮常寺の西入り

口よりアグロ交差点までの工事延長を250メ

ーターで実施するところでございますが、歩

道幅員を1.5メーターから2.5メーターに拡幅

しまして、自転車、歩行者道の歩道の整備と

段差を解消して、ユニバーサル化の推進を図

るものでございます。この22年度につきまし

ては、着手後の地元調整等々に不測の日数を

要しまして、22年度の施工準備等に傾注し、

主体工事は23年度に繰越事業とさせていただ

いたところでございます。 

 次に、地籍調査事業の実績についてでござ

いますが、これにつきましては平成20年、

21年度で米田地区の0.15平方キロメートルを

２カ年で実施し、そして22年度、23年度につ

きましては沖代工区0.22平方キロメートルを

実施いたしておるところでございます。 

 次に、揖保線の整備事業実績でございま

す。 

 揖保線道路改良工事は、県道網干停車場新

舞子線交差点より吉福水源地单までの工事延

長0.95キロメートル区間で、幅員17メータ

ー、道路の舗装及び道路構造物等の施工を完

了いたしたところでございます。これにより

まして、揖龍单北幹線の一区間といたしまし

て約2.3キロメートルが３月26日に供用開始

できました。交通混雑の緩和や歩行者と自転

車の安全性の向上を図ることができたと考え

ております。 

 次に、美しくすがすがしいまちづくりにつ

いて、立岡山北配水池整備事業、また下水道
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事業の実績についてでございますが、北配水

池整備事業につきましては構造物の変更等が

ございました。実施設計にそうした中で不測

の日数を要しましたために発注時期が年度末

となりまして、22年度執行分については機器

の納入のみでございました。そして、当事業

につきましては22年度と23年度の債務負担に

よる事業でございまして、平成24年３月末を

完了として進めております。この件につきま

しても、本年度の23年度の東日本の大震災が

どのように影響してくるか、若干工期の変更

は余儀なくされるかもわかりませんが、おお

むね今工事は進められているというところで

ございます。 

 次に、憩い、ふれあいがある心豊かなまち

づくりの総合公園整備事業の実績でございま

す。 

 花と緑・文化の里ゾーン整備、約1.8ヘク

タールの第１期工事といたしまして、敷地造

成工事と埋設配管の敷設工事を施工いたしま

した。また、盛り土流用のために町民グラン

ド約１万1,200平米のすき取り及び整地を行

い、あわせて３月中旪に施工が完了したとこ

ろでございます。さらに、公園敷地といたし

まして、ため池２筆、3,170平米の用地買収

を行ったところでございます。 

 次に、歴史資料館の常設展示リニューアル

工事についてでございますが、この資料館開

館当初に八角堂スロープ部分に設置いたして

おりました、常設展示をしておりますカラー

コルトンの写真が古くなったために写真全体

を入れかえるリニューアルの工事を行ったも

のでございます。今やはり新しくやりかえま

して、すっきり見やすくなったという印象が

いたしております。 

 次に、産業の活気あふれるまちづくりにつ

いて申し上げます。 

 県営上ノ池改修事業の事業実績でございま

すが、平成22年度で測量、環境調査、設計図

作成、土質調査に係る実施設計の作成を実施

したところでございまして、本年度で23年度

で堤体工、そして取水施設工、そして洪水吐

け等の工事を予定いたしておるところでござ

います。 

 次に、集落営農組織の組織化事業の実績で

ございますが、原地区営農組合が平成16年、

そして岩見構下生産組合が平成20年、そして

上太田営農組合が平成21年度に設立され、平

成22年度につきましては、平成20年、21年度

に実施した段階的基盤整備等実証調査事業の

結果をもとに、阿曽地域における諸課題につ

いて分析、検討した結果、地域にふさわしい

営農組織が立ち上がるよう説明会を実施いた

しましたが、まだ設立には至っておりませ

ん。今後、各地域への支援も継続してやって

いく所存でございます。 

 続きまして、電子申告の申告事業の関係で

ございますが、この当事業につきましても平

成22年12月20日より電子申告受け付けが開始

され、年度末までの申告実績につきまして

は、給与支払報告書が524人分、法人町民税

申告書が36社、設立・異動届が３社、固定資

産税償却資産申告が57社の利用がございまし

た。複数の市町村に申告する利用者の皆さん

は申告の手間が尐なくなることから、平成

23年度はさらに多くの方が利用していただけ

るものと考えております。 

 次に、住民参画、協働の推進事業の関係で

ございますが、住民参画、協働の推進としま

して、まちづくりの集いの開催、公募による

各種審議会の委員としての参加機会の創設、

パブリックコメント制度による住民の意見聴

取の手法の導入や、協働するために不可欠な

情報公開制度の導入、また既に実施しており

ます事業への評価について住民の皆さんから

意見を募るため、各種イベント等の開催にあ

わせまして住民意識調査を実施するなど、多

様な住民参加の機会を図り、課題を共有し、

政策形成に生かしておるところでございま

す。 

 また、協働できる仕組みづくりにつきまし

ては、各担当課個々のホームページに掲載す

るとともに、情報の更新を行う際にはホーム

ページの新着情報に掲載するなど、随時行政
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情報を発信してまいります。 

 次に、平成22年度決算で、一般会計の歳入

において自主財源の40.15％が町税であり、

また前年度に比較して3.8％減尐している。

不納欠損額は2,521万5,000円、滞納額が３億

9,016万4,000円、不納欠損額は584万4,000円

と増加し、30.2％上昇しているというところ

でございますが、税の公平、適正のため、さ

らに収税管理室の強化、取り組みについてで

ございます。 

 滞納繰越分につきましては、収税管理室に

おきまして、特に高額滞納者の徴収強化を進

めておりますが、既に不動産を競売されて破

産していらっしゃるケースもございます。こ

の不動産競売の破産ケースでございますが、

32件ございました。 

 また、分納誓約で納付を求めておるところ

でございますが、高額な方はなかなか滞納額

が減尐していないというのが現状でございま

して、今分納をしていただいております方が

254名、それから徴収員が戸別訪問をしてお

りますのが約450人でございまして、そうし

た滞納の減尐につきましては、これはもう地

道に足を運ぶしかないと、このように考える

ところでございますが、やはり収納のほうに

おきましては、引き続きまして財産調査及び

呼び出しに応じない者、また分納誓約を履行

しない者等の悪質といいますか、そうした滞

納者につきましては、これはもう差し押さ

え、また強制捜索等の滞納処分を明確にやっ

ていかなければこれは片がつかないと、この

ように考えております。やはり税の公平性を

求める中で、そうしたところもしっかりと対

応していきたいと、このように考えます。 

 続きまして、不用額等のご質問でございま

すが、歳出決算の不用額につきましては、平

成21年度決算と比較いたしまして4,128万

5,674円の増でございます。その主な内訳と

いたしましては、子ども手当給付事業で

8,928万6,000円、介護保険特別会計繰出金で

5,638万円、予防接種・健診事業で3,107万

8,000円等でございます。いずれも３月補正

予算の編成期限でございます２月当初では見

込みの立てにくい経費でございまして、また

国の方針も不透明であり、安全を期したこと

が増加した原因であろうと、このように考え

ます。また、予算執行におきましても節減を

徹底し、次年度の財源としまして一円でも多

くの不用額を出すように、これはもう常日ご

ろから徹底指導をいたしておりますことが要

因かとも思います。ご指摘のとおり、限られ

た予算をより有効に活用することは非常に重

要なことでございますので、国、県の方針、

医療給付費等社会保障関係費用の動向等に十

分注意を払いながら適切な予算措置をしてい

きたいと、このように考えております。 

 また、国民健康保険税についてのお問いで

ございますが、この国保税の滞納者につきま

しては、他の町税と重なって滞納されている

方が圧倒的に多くございます。町税と国民健

康保険税を合わせて、それぞれの滞納額にか

かわらず、合算しての滞納整理に取り組んで

おるところでございます。したがって、国民

健康保険税の滞納者にも町税同様の滞納処分

を実施していきたいと、このように考えま

す。また、滞納者との話し合いには、国保特

別会計は加入者がお互いが支え合って成り立

っているということを特に強調し、そうした

納税相談に臨んでいるところでございます。

今後もそうしたところを強調してやっていき

たいと、このように考えます。 

 最後に、新庁舎建設と財政との関連でのお

問いでございます。 

 新庁舎建設につきましても、これまでもお

答えしておりますが、本年度に基本構想の見

直し、基本計画を策定、そして平成24年度に

実施設計、25年度から建設に着手していきた

いと、このように考えております。来年度に

実施する基本設計の決定により概算事業費が

算定できると、このように考えます。その際

に、事業内容、事業費に応じて、基金また起

債などの財源の補足を行う予定でございま

す。現在の財政状況から判断いたしまして、

新庁舎建設に必要な財源は確保できると、こ



－137－ 

のように考えており、将来負担、住民ニーズ

等を考慮し、庁舎の機能、より有利な財源手

当てはないか、そうしたところで検討を進め

ているところでございます。慎重に対応し、

そして町民の皆さんに利用しやすい、よりよ

い庁舎建設に向けて進めていきたいと、この

ように考えます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 丁寧に町長より説明を受け

ましたが、何点か固めてお聞きいたします。 

 こども医療費については、幼児から小学校

３年生までが小学校３年生から中学まで拡大

したということで、よくわかっております。 

 それから、今特定健診についても、森田議

員から質問がありましたので大体わかりまし

た。 

 それから、子宮がん等ワクチン接種促進事

業について、ちょっともう尐し聞きたい部分

がありますのでお聞きします。 

 子宮頸がんの対象は中１から高１の女子の

対象ではありますが、226名の30.7％の受診

率であったということで、これ中学１年が何

名、中２が何名、中３が何名、高校生何名と

いうことで、中学についてはその部分が何名

か聞きたいんですが。それから、中学校につ

いては養護教諭の指導のもと任意のワクチン

接種と聞いておりますが、高校については個

人通知をされて任意で、保護者がついていっ

て３回ワクチンを受けるように聞いておりま

すが、その１回目については２回目の間は１

カ月後、２回目から３回目は半年後と聞いて

おりますので、そこの中１、中２、中３、高

１の何名かということと、それから女性特有

のがんの子宮がん検診については無料クーポ

ンが21年度より実施されましたが、22年度は

25.90、子宮がんは25.90、乳がんについては

24.00ということで、特定の年齢の方に限る

と思うんですが、この利用率が割と低いと思

うんですよね。それで、乳がん、子宮がん、

女性のがんはやはり進行が早いと思いますの

で、早期発見、早期治療にもっと意識づける

ために、大分ＰＲというんでしょうか、周知

は徹底していただいておりますが、もう尐し

周知徹底のほうをもっと呼びかけていただけ

ないかということと、それから次に入りま

す、地域療育等の支援事業につきましても福

祉文教でちょっと取り上げまして、この間意

見書を出しましたが、やはり西播磨の４市３

町の共同事業ということで、利用者が

1,242名ということで、去年より132名増加と

いうことでありますが、今後またこれも増え

る可能性が多く、それで何かこの間福祉で調

べたところでは医師をもう一人増やして、も

う尐し希望が多いのでこの事業を拡大すると

いうんでしょうか、そのように持っていくと

の方針を聞いております。それで、やっぱり

太子町負担もその割合からすると増えてくる

かと思いますが、それについての予想をお聞

きします。 

 それと、今、斑鳩小学校の場合は私も福祉

文教に入ってましたので、平成22年末、３月

８日に工事請負契約があって竣工式がありま

したのを行かせていただいて、業者と、それ

から設計技師の方ですか、いい方だなと思っ

て、すごく感動しております。それで、２階

に多目的とかというんでしょうか、談話コー

ナーができるので、それはちょっと変わった

コーナー部分ができておりますが、その住宅

との関係で見えない状態に持っていかれる構

図になってたかなと思っておりますが、それ

について多分大丈夫かなと思っております。

それについてもう一度お聞きします。 

 それと、太田小学校の校舎耐震補強工事に

つきましては、22年度に耐震と実施設計した

ということでありますが、今この８月に、ち

ょっと裏の子供さんの保護者に聞きました

ら、トイレは改修されて快適なトイレになっ

たとか言うて喜んでおられました。それで、

ここで報告いたします。 

 それと、学校のメール配信事業につきまし

ては、22年度は小学校の４校と中学校の２校

だったと思いますが、幼稚園については23年

からでしたか、定かでないんですが、ちょっ
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とそこお知らせいただきたいと思います。 

 それから、沖代線の歩道整備については、

第４工区が国庫補助分と、卖独分があって、

附帯工事は23年へ繰り越されたということで

町長の説明がありましたかと思いますが、こ

れは国庫分と卖独分で県の補助を使いながら

計画に基づいてされているということで安心

しております。 

 それから、地籍調査については、今町長が

言われましたように米田は済みましたが、沖

代１と２が今年と来年が対象になっておりま

すが、１筆ごとということで、所在、地番、

地目及び境界の調査と登記簿等の記載を明確

にするためとありますが、これでいろんな境

界のことで問題があった場合、どこまで町は

かかわられるのか、ちょっとそこお聞きした

いと思います。 

 それから、美しくすがすがしいまちづくり

についてですが、立岡山北配水池の整備事業

については、私も経済建設に去年入っており

ましたので、去年でしたか、11月４日でした

か、三木市のほうへ視察に行きまして、そし

てこのＳＵＳという方式とＰＣのつくりとが

あって、ほいで一緒に所長も行っていただい

たので、この方式を変えたことによって工法

で２億円減ったということで大変喜んでおり

ますが、このＰＣつくりとなると60年もつと

いうことでありますが、これについてよかっ

たなと思っております。ほいで、この財政的

には国庫補助が10分の１で、地方債と出資金

でされるということでありますが、これにつ

いてもう尐し詳しくいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 詳細にわたってのご質

問に入られております。私もその小さな細部

にわたってまでのあれはつかんでいないとこ

ろもございますので、同席してます担当部長

のほうから答弁をさせたいと、このように思

います。もし何か不足の点がございました

ら、また私も答弁させていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 女性特有のが

ん検診の推進でございます。 

 これにつきましては、乳がん検診、子宮が

ん検診、それぞれ乳がんですと40歳から60歳

までの節目の年、また子宮がん検診につきま

しては20歳から40歳、それぞれ節目の年にク

ーポンをお渡ししまして受診していただくと

いうことで、22年度におきましては乳がん検

診は配布数が1,159名で278名の受診を受けら

れ、乳がんとしましては24％となっておりま

す。また、子宮がん検診でございますけど

も、配布枚数は1,116人で289人の受診という

形でなっております。乳がん、子宮がんに関

する検診手帳、検診無料クーポン券を送付し

まして受診促進を目指しております。ちなみ

に、平成27年には国の目標であります50％に

上げるよう努力してまいりたいというふうに

考えております。 

 それから、先ほど子宮頸がんの予防ワクチ

ン接種事業でございますけども、これはちょ

っと今資料ございませんで、小児細菌性髄膜

炎予防接種助成事業と並びまして19年度から

実施しておりますけども、これについては新

規事業ということもありまして大幅な伸びが

あったというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 地籍調査に伴

います境界確定に係る問題はないかというこ

とでございますが、里道、水路、町道等につ

きましては当然町がそこで担当部署、街づく

り課等が立ち会うわけでございますが、主に

はやはり民民ということで立ち会っていただ

いておりますので、そのあたりまで町が介入

することはできません。現在のところは民民

において大きな問題というのはないように伺

っております。 

 それから、上水の配水池のことでございま

すが、以前常任委員会でも申し上げましたと

おりでございまして、ＳＵＳからＰＣに変わ

ることによります財源についての起債の充当
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あるいは補助については変更はないというこ

とでございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えします。 

 斑鳩小の体育館の関係でございますが、坂

本昭設計士のああいう斑鳩寺に合った、森に

合った理念というもの、そういうコンセプト

で設計をしておりますので、ちょっと今まで

にない、いいものでございますけれども、で

き上がりを楽しみといたしております。 

 あと、学校メールの関係です。 

 幼稚園は23年度から始まりました。全体の

統計はまだ出ておりませんが、龍田幼稚園で

はもう90％を超えております。というのは、

メールの取り扱いがやはり小学校、中学校の

保護者の年齢と幼稚園の保護者の年齢では低

うございますので、メールに対する拒否反応

がない分、幼稚園の保護者のほうが数段高く

なってくるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本議員、ちょっとメ

モしよったけど、どこまでが質問か、よくつ

かみ切れなんで、メモがすべてできてませ

ん。抜けてるとこありますか。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 地域療育等支援事業、今後

利用者が多くなるので医師を１名増やしたと

いうことを聞いておりますが、今のとこ町の

ほうには連絡はないかと思いますが、今では

町負担が237万9,000円ということになってお

りますが、今後増えると思いますが、それに

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この地域療育の件でご

ざいます。 

 これは４市３町で実施いたしておるんです

が、やはり私ども県のほうにも要望をいたし

まして増設を、満杯であるから何とかしてほ

しいということで、今要望にこたえていただ

きまして、そうした方向で運びになっている

というところでございますが、金額について

はまだ指示はございません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、この９の施策に

ついては終わります。 

 それでは、２番目、３番目、４番目の一般

会計の決算について、収入未済額、滞納につ

いてお伺いしておりますが、大口滞納につい

ては不動産競売というんでしょうか、32件あ

ったということでありますが、今後また増え

るかなと思いますが、徴収員の方が今５人で

すか、おられて、大口滞納はよく行かれてい

るかと思いますが、地道に、もうやっぱり町

税が40.1％、財源の自主財源の部分を占めて

おりますので、大変かと思いますが、引き続

きやはり税の徴収には努力していただいて、

悪質な滞納者には差し押さえとか呼び出しと

か強制捜査されて、しっかり対応してほしい

と要望しておきます。 

 それから、歳出についても、今町長が言わ

れたように、不用額については私多くていい

なと思っておりますが、やはりこれは今言わ

れたように子ども手当とか介護保険とか、も

う予期できない、予想できない金額でありま

すので、不用額が多いほうがいいかなと思い

ますが、県や国の方針とかいろいろ見きわめ

ていただいて、適正な予算編成、処置をして

いただきたいと思います。これも要望にして

おきます。 

 それから、国保の税の滞納ですけど、調定

額は10億3,270万円で、決算は７億5,843万

2,000円で、やっぱり徴収率が7.3％というこ

とで、不納欠損額も1,202万6,000円、収入未

済が２億6,224万2,000円ということで、やは

り不納額も増えつつあるし、収入未済も増え

ておりますが、徴収努力は町税と同じように

していただいて、一生懸命大変ではあります

が、税の公平さを強調していただいて、やは

り徴収に当たっていただきたいと思います。 

 それから、健全化についても、私今新庁舎

に対する町長の基本構想、基本策定、本年度

して25年に着手するということであります

が、すごくコンパクトで住民の利用しやすい
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庁舎ができることを希望し、もう総括質疑を

終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で橋本恭子議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 こんにちは。 

 ７番日本共産党の平田です。通告に従いま

して質疑をさせていただきます。 

 厳しい経済環境のもと、太子町において平

成31年度に向けての第５次総合計画が９つの

行政施策を軸に各種事業を実施しております

が、先ほどより他の議員さんにより１から９

までの質疑が行われております。その中で、

私は目標として挙げられております８項目め

の産業の活気あふれるまちづくり、それに伴

う地域経済の活性化に対する22年度における

成果と今後の施策を問いたく、中小業者、商

店等に活気が出れば町の財政が尐しでも潤う

という結果となり、経済の活性化を生み出す

ことは町の財政にとって切り離すことのでき

ない問題であります。 

 そこで、(1)の地域に根差した中小業者、

商店を育成するために町が行った施策とその

成果は。また、自治と連携による力強いまち

づくりについての税の健全化を図り、経済効

果に結びつける考え方。 

 (2)のあすかふるさとまつり実行委員会を

設置しての、それに伴う経済効果は、また予

算に対する成果はどうか教えていただきた

い。 

 また、職員研修について、町職員、また町

が補助している団体、商工会等の研修につい

て、その内容と、どの程度の成果が、また効

果があらわれているかお聞かせいただきた

い。お願いをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えいたします。 

 地域に根差した中小業者、商店を育成する

ためにというお問いでございますが、中小企

業等の振興につきましては、太子町と太子町

商工会が連携して対応いたしておるところで

ございます。また、太子町におきましては、

太子町中小企業利子補給制度や政府のセーフ

ティーネット保証第５号等を利用しながら中

小企業の支援、保護に努めているところでご

ざいます。この商業のまちの活性化で商業等

の育成、なかなか町といたしましても難しい

面がございます。やはりそうしたところで行

政が直接そうした商店主さん等々と交渉また

話し合いをするんではなくして、やはり太子

町の商工会を通じて協議をしていくのが一番

のベターではないかと、このように考え、今

現在はそういう方向で進めておるところでご

ざいます。 

 それと、若干(2)の経済効果等にも当ては

まるんではないかなと思うんですが、太子町

へお越しいただいた皆さん、本当に旧２号線

等々走っていただくと、太子町はうらやまし

いですねと、一番にこういう言葉をお聞きい

たします。と申しますのが、やはり大きな全

国的なチェーン店等々ほとんどが看板が軒を

連ねてるというのが現状でございます。しか

しながら、個々にずっと取り上げていきます

と、税収等々にまでは結びつかないと。と申

しますのは、やはり法人税等は従業員割で推

移いたしますので、大きなチェーン店等店舗

はほとんどが地元での臨時的な雇用をされて

おりまして、そうしたことが言えると、この

ように考えております。その打開策として商

工会さんとも話し合いをするわけでございま

すが、なかなかいい手法がないというのが現

状でございます。その中で、地元の企業が本

当に生き返って頑張っていただけるかと申し

ますと、なかなか難しい点があるというのが

現状でございます。 

 次に、このあすかふるさとまつりの経済効

果についてのお問いでございますが、この事

業につきましては当初から比べますと町から

の持ち出しもだんだんと尐なくいたしておる

ところでございますが、しかし、やはり経年

が経過する中で、ある程度根づいてきたなと

いう思いはいたします。大体２万人程度の来

場者がございまして、盛会裏にとり行われて

いるところでございます。来場者のアンケー
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ト等から見てみますと、町外等からの来場者

が17.5％あるというところでございまして、

約3,500人の方にお越しいただいているとい

うことが推計できると、このように思いま

す。 

 そうした中での経済波及効果等々、雑駁に

統計を、また一般統計調査等々で21年度の我

が国における旅行消費の経済波及効果という

ようなもので算出してみますと、飲食費で

556円、土産、買い物代で974円となっている

ところでございまして、町外から来町いただ

いた方、3,500人の６割に町内で飲食費が、

土産また買い物、消費いただいていると仮定

してみますと、320万円を超える経済効果が

あるということが言えますが、これは統計上

の算出でございますので、なかなか私はそこ

まではいかないんではないかなという思いも

いたしております。しかし、年々活気づいた

祭りになっていることは、これは否めない事

実でございますので、今後もそうしたところ

で考え、来町者を増やして、太子町のあすか

ふるさとまつりにつなげていきたいと、この

ように考えております。 

 また、来場された皆さんには地元の食材、

太子みそを活用した太子みそカレー、また太

子みそ焼きそば等、料飲組合また住民団体の

協力によりまして新たなご当地グルメも誕生

し、祭りの前後のみならず、今年に入っても

新聞や雑誌などに掲載されまして、太子町の

魅力のＰＲ、ひいては経済効果に貢献してい

ただいているところでございます。今後も住

民の皆さんと協働しながら地域の祭りとして

継続してやっていきたいと、このように考え

ております。 

 次に、職員の研修についてのお問いでござ

いますが、町職員及び町が出資している団体

の研修につきまして、どのような効果があら

われているかということでございますが、太

子町と、また太子町商工会とが連携を図りな

がら、豊かな地域商工業の振興発展のために

会長さん、また役員研修等々を初め商工会職

員の研修、会員さんの研修など積極的に参加

し、平成22年度では延べ144名が研修等に参

加しております。これからも研修機会を生か

しながら組織及び職員の資質の向上に努めて

いきたいと、このように考えるところでござ

います。 

 そうした中で、西播磨地区の商工会連絡協

議会会長研修、そして兵庫県の正副会長研

修、税制改正研修、青年部の研修等々に参加

していただいております。 

 また、職員の研修でございますが、これは

一般質問でもお答えさせていただいておりま

すが、派遣研修におきましては、兵庫県自治

研修所や播磨自治研修協議会等に階層別研

修、また実務担当者研修等へ職員を派遣をい

たしております。 

 内部研修におきましては、階層別研修とい

たしまして、新規採用者への新任職員研修、

また若年層への財政研修等を行っておりま

す。これら階層別研修、実務担当者研修を通

じ、職階における心構え、また技能等の習

得、最新の情報の取得、新しい制度に対応し

た実務の習得等に努めておるところでござい

まして、特に近年は地域主権改革により権限

移譲等が行われておりますが、研修に参加

し、実務技術を習得することによりまして事

務処理を混乱なく行っているところでござい

ます。今後、住民の皆さんのニーズにおこた

えできるよう、知識また技能の向上はもちろ

ん、住民への説明を意識したプレゼンテーシ

ョンや説明責任能力の向上が図れるような研

修を計画していきたいと、このように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 太子町商工会との連携をつ

くり、そして商工会の、また商工業がこれか

ら活性化するということで町長のほうから述

べられており、またこの町として活性化につ

けて難しいということも言われております。

政府で助成していただくところは助成してい

ただいて、そういった中を受けとめながら町

としてやっていただきたいと思います。 
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 それと、そういった中で要望を交えながら

お聞きしたいんでございますが、自立のまち

づくりは町民の生活的向上、安心して暮らせ

るまちづくり、働くためにふるさとを離れる

若者たちをなくすためにも、どうしてもこの

問題はやっていかなくてはいけない問題でご

ざいます。 

 そういう中で、この間太子町の商工会から

ちょっとこういう資料をいただいてまいった

んです。平成22年３月発行されたものでござ

います。太子町商業の活性化を考えるとい

う、こんな立派なマットがございます。ま

た、太子町観光資源開発事業、現在の課題と

今後の提案ということで、私隅から隅まで読

ませていただきました。本当にすばらしい、

こういったものがございます。それと、太子

町マーケットの開催と今後の課題、こういっ

たことも見せていただきました。本当に太子

町としても考えておられるんだなと、商工会

もやってるんだなと。ただ、これを実用化さ

せるということがこれからの課題じゃないか

と思います。 

 それと、町自体がこのように収入が、また

財源的なものが不足すれば必ず大きな影響を

及ぼすのは福祉・医療、そして教育はもちろ

ん道路行政にも大きく後退します。地方経済

がらせん状に下に下にと下がっていく中、ど

うしてもそういう中で弱いものが予算の中で

削られ、そして地域経済の活性化に結びつけ

なくては弱い人が困っていくということでご

ざいますので、どうか町初め、また商工業の

復興に対し全力を挙げて頑張っていただきた

いと思います。 

 あすかまつりの件でございますが、先ほど

町長から言われましたようにも、確かに祭り

が活気づいたということを言われておりま

す。ただ、私が思うには、予算の力だけによ

って参加者が多くなった、またそれに伴って

成功したんだという思いがちでございます

が、そういったことを、参加さすことをお金

の力でなくて、自分たち、また町民の力によ

ってそういう祭りを成功さすということも大

事じゃないかなと思います。 

 そういった中で、あすかまつりと名前がつ

く限り、あすか周辺、斑鳩寺など歴史資料

館、またそういった幅広く太子町の歴史探索

などマップ化して、対外に対するアピールを

行い、またそれに対する知名度と経済効果を

上げることを今後図っていただきたいと思い

ます。 

 それと、最後の研修の件でございます。 

 私は研修をするなと言ってるわけではござ

いません。はっきり言って、先ほど午前中に

庁舎等の建設に対する研修等は私は別といた

しまして、この問題を取り上げたのでござい

ます。尐子化、高齢化社会への対応の基本

は、安心して子供を産み育てられる雇用、労

働、生活環境づくりだと思います。町財政は

特に雇用、労働低下によって大きく左右され

るものと思います。町の歳入が減尐すれば、

住民の安心・安全を確保する取り組み等にか

かわり影響を及ぼすと思います。 

 町の考えが言葉じりだけではなく、自立の

まちとして、個性豊かな、人を大切に育成

し、そして人の営み──いわゆる人間力です

──と暮らしの営み、また経済力を大切にし

た地域社会づくりに向かって、改革の目的の

かじを切りかえられる研修による、またそう

いった研修、集会に参加したことにより現実

をしっかりと踏まえ、実践型の職員また団体

役員を育てていくことが将来太子町の発展だ

と私は思います。 

 そういった中で、必要に応じて、無駄のな

い予算によって、必要であれば、どうしても

そういう研修は大事じゃないかと私は思うわ

けでございます。そういったことで、地域の

目線に立って、地域を第一に、そして優先的

に考え、地域の資源、文化、歴史を大切に、

持続可能な地域社会を形成していただきたい

と思います。そういった中で、今後予算もそ

ういった中で考えていただきたい。 

 最後に、私が好きな言葉でございます。こ

れがこの議会で言っていいことか悪いことか

はちょっとわからない。まあまあ、悪かった
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ら私が悪いとなるわけでございますが。私が

好きな言葉で、「樹を見ろ、いかに大きな幹

であっても枝葉がそれを支えている。その枝

葉を忘れて幹を論じてはいけない。その枝葉

の中に大切なものがある。」という、こうい

った言葉が私は好きでございます。どうか、

こういった中で今後予算、そういった使い

道、そういうことを考えて当局やっていただ

きたいと思い、最後でございます。ありがと

うございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で平田孝義議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、総括質疑をいた

します。 

 １、各予算の不納欠損（一般会計、国民健

康保険、介護保険、後期高齢者医療、下水道

に不納欠損があったと思います）の内訳、理

由とその分析は。23年度以降への対策は。同

じく収入未済額の内訳、理由とその分析は。

生活苦なのか、納税意欲の問題なのか。どの

ように分析し、23年度以降の対策をどう考え

ておられるか。 

 ２、各課で22年度目標に掲げていたが、達

成できなかった内容を上げていただいて、そ

れぞれについてその理由、分析を述べ、さら

に次年度への対応（既に23年度は始まってい

ますが）をお答えいただきたいと思います。 

 ３、水道利用（給水量、特に企業分）が減

っておりますが、将来像と経営のあり方は。

特に将来の町民の負担増が気になります。負

担増はあると思われるかどうかについてお尋

ねをいたします。 

 ４、決算審査資料の中で22年度公有財産

（総括）が示されています。その中で、土地

１万1,998平米を購入し、庁舎建設を進めて

いる記載があります。関連するので、庁舎問

題について伺います。 

 太子町新庁舎建設検討委員会のメンバーは

15名以内を考えていると聞いておりますが、

(1)これまでの説明会等にＰＴＡも呼んでお

られますが、この委員会になぜＰＴＡを入れ

られないのか、入れるべきではないか、お尋

ねをいたします。 

 (2)議会側からは尐なくとも現在議会で調

査項目として取り組んでいる所管の総務常任

委員会から１名、土木・建築関係の所管の経

済建設常任委員会から１名を検討委員会に入

れてもらいたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 (3)１回当たり委員に9,300円、委員長は

9,800円の委員報酬で、１回当たり２時間程

度、合計今年度３回の開催を予定しておられ

ますが、その時間では十分ではないのではな

いかと思います。十分なのでしょうか。検討

委員会当日は他の諮問の会議と同じように当

局から説明がある程度の時間をかけてなさ

れ、その後の時間が尐なく、これはほかの場

合そういうことなんですが、十分な検討がな

かなかできないのではないかということが心

配になってきます。町から説明を受けまし

た、大体これでよろしいですかという進め方

をされると、本当に意見を聞くより町の説明

を受けるのが中心になり、町のいいように進

めることになるおそれがあると思いますが、

いかがでしょうか。 

 (4)庁舎の建物にかけることのできるお金

は幾らが上限と考えておられますか。 

 (5)基金で本当に使える額、もちろん現在

の基金の残高は知っておりますけれども、し

かしこれを全部使うわけにはいきませんの

で、幾らぐらいが上限であるというふうに当

局は考えておられますか。 

 ５、22年度一般会計予算委員会の審査報告

書に議会側が提案している以下の項目につい

て、もちろんこれ以外にも議会側は提案をし

ていたわけでありますけれども、以下の項目

についてどの程度達成できたか、できていな

いかについて当局のお考えをお尋ねいたしま

す。 

 (1)職員研修の充実、職員研修の質の向

上、町民サービスへの努力はどれぐらい、本

日もこれまで質疑で出ていますけれども、ど

の程度達成できたか、またできていない面が
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あるか、お尋ねをいたします。 

 (2)「広報たいし」、町のホームページを

見やすくできたか、最新の情報を常に提供で

きたか。これについても一般質問で質問があ

った内容でもありますけれども、どの程度で

きているかお尋ねをいたします。 

 (3)高齢者を中心とした交通安全教室をど

の程度行ったか。 

 (4)高齢者の健康づくりの支援はどの程度

できたか。 

 (5)介護支援高齢者が安心して生活できる

よう、どのように努めたか。 

 (6)健康診査の健（検）診率はどの程度向

上したか。これについては先ほど来も出てい

るのですが、これについてもお尋ねします。 

 (7)雇用環境悪化による離職者への就労機

会の創出はどの程度創出ができたか。 

 (8)集落営農等、中・長期的な農業政策に

ついて実施したものの具体は何か。 

 (9)商工業の活性化のため商工会と協議し

て行政が積極的な役割をどう果たしたか。こ

れも先ほど出ているわけですが、これを果た

すようにと、果たしてもらいたいという提言

を議会側はしていたわけですが、どのように

されたかについての具体をお答えください。 

 (10)あすかふるさとまつりが町民に親しま

れるイベントとなるようにどう努めたかにつ

いてお尋ねをいたします。 

 (11)まちづくり協議会を立ち上げる自治会

は増えたかどうかという点です。 

 (12)自主防災組織の活性化をどのように推

進したかについてお尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えいたします。 

 まず第１番目、各予算についてのお問いで

ございますが、一般会計におきます町税の不

納欠損について、滞納処分する財産がない者

が42人でございます。また、滞納処分により

生活を著しく窮迫させるおそれがある者が９

人、そして所在及び滞納処分をする財産がと

もに不明である者が７人でございまして、そ

の次には時効消滅による者が34人となってい

るところでございます。町税合計で92人、

2,521万4,903円となってございます。 

 また、国民健康保険税につきましては、滞

納処分する財産がない者が10人、また滞納処

分により生活を著しく窮迫させるおそれがあ

る者が６人、そして所在及び滞納処分する財

産がともに不明である者が３人で、また時効

による消滅が18人となってございます。合計

で37人、1,202万5,810円となってございま

す。 

 いずれにいたしましても、地方税法第15条

の７及び第18条の規定に基づき処理を行って

いるところでございまして、不納欠損を行う

に当たり生活状況や財産の調査を行った結

果、その多くは生活困窮、居所不明、滞納処

分をできる財産がない、もしくは不明の状況

となってございます。今後はさらに滞納者の

居所や財産調査を積極的に進め、納付誓約の

締結等により時効を中断させる一方、また納

付相談に応じないなどの悪質な方に対して

は、換価の容易な債権を中心とした滞納処分

を実施していきたいと考えております。 

 収入未済額の内訳につきましては、一般会

計町税分につきましては一般会計の決算書

12ページ、また国保税につきましては国保特

別会計の10ページにお示しをさせていただい

ております。 

 景気の低迷が続き、個人町民税調定額の対

21年度対比がマイナス9.8％となっているこ

とから、個人の総所得金額は同様に減尐して

おり、従前に増して生活が苦しくなっている

方が相当数あるものと推測されます。今後の

対策としましては、現年度分の収納を重視

し、現年度分の収納未済を減らし、新たな滞

納繰り越しの発生を抑制していきたいと考え

てございます。 

 そして、個々に申し上げますと、民生費雑

入の不納欠損でございますが、保育所一時預

かり事業保育料５万6,700円で、平成17年度

分３件でございます。居所不明かつ消滅時効

成立によりまして不納欠損処理をさせていた

だいております。 
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 児童福祉費負担金の収入未済につきまして

は、保育所児童保育料326万5,930円で、平成

21年度分以前の分で196万7,760円と22年度分

129万8,170円で、314件分でございます。 

 また、民生費雑入の収入未済額は、保育所

一時預かり事業保育料で、21年度以前分43万

700円と22年度分３万7,600円の14件分でござ

います。 

 保育所保育料は世帯の課税状況により納め

ていただいております。一般的には保育料は

所得等の負担能力により決まりますが、就労

等で家庭での保育ができないことが保育所入

所の条件になっていること等を総合的に考え

ますと、未納者の皆さんにはもう尐しこれは

納付ということを考えていただきたいなとい

う思いでございます。 

 また、今後につきましては未納者と納付相

談、また家庭の収入状況、生活実態、そうし

たものを的確につかみまして処理していきた

いと、対応をしていきたいと、このように考

えます。 

 続きまして、介護保険特別会計でございま

すが、債務者30人、208件、98万395円を不納

欠損処理といたしました。その内訳は、ほと

んど死亡、居所不明による時効消滅によるも

のでございます。 

 また、収入未済額につきましては、21年度

からの滞納繰り越しが1,882万418円から徴収

額78万5,363円及び不納欠損額98万395円を差

し引きました1,705万4,660円に22年度新たに

未納となった384万2,381円を加えました

2,089万7,041円を22年度決算に収入未済とし

て計上いたしました。 

 介護保険特別会計における債務者は全員

65歳以上の方で、そのほとんどは年金収入の

みの低所得者が多く、また介護保険制度や必

要性について理解が得られていないことが要

因と、このように思われます。今後も整理事

務を強化し、また制度についての理解を根気

よく説明し納税意欲を高めてまいりたいと、

このように考えます。 

 次に、後期高齢者医療についてでございま

すが、不納欠損の内訳は、調定件数62件、人

数で９人、金額40万7,204円となってござい

ます。不納欠損を行った９人の原因、内訳で

ございますが、居所不明２名、消滅時効６

人、生活保護１人となってございます。年度

別内訳といたしましては、平成20年度調定分

が44件、32万6,678円、平成21年度調定分が

18件、８万526円となってございます。 

 消滅時効により不納欠損を行った６人は、

すべて被保険者が死亡しておられ、相続人に

死亡以前の保険料に滞納があることで催告を

行い、幾度と戸別訪問して納付を依頼したも

のの納付をいただけなかったということで時

効を迎えたものでございます。 

 収入未済の内訳は、調定件数50件、人数

15人、金額51万1,087円となってございま

す。未済分は、たび重なる催告に応じない者

や分納誓約により過年度分から納付している

者、生活保護に移行した者があることで生じ

ております。平成23年度以降も戸別訪問、電

話納付依頼また納付相談等々を行い、また生

活状況も聴取しながら状況に応じた納付計画

を定めて、早期に完納していただけるように

取り組んでいきたいと、このように考えま

す。 

 次に、下水道関係でございますが、下水道

の不納欠損につきましては101件、55万

7,125円、死亡、居所不明等の方でございま

す。そして、収入未済につきましては、下水

道で4,029万7,627円、受益者負担金が

194件、2,378万6,980円、下水道使用料

2,822件、1,651万647円となってございま

す。取り組みといたしましては、２名１組の

５班体制の職員で取り組み、また専属嘱託職

員１名による自宅訪問を行い、受益者負担金

及び使用料徴収の納付指導、情報収集の継続

的な努力を行っているところでございます。 

 次に、水道事業でございますが、5,347万

1,110円、内訳は水道料金が 2,935件、

2,205万3,360円、その他といたしまして

3,141万7,750円。これにつきましても職員２

名１組の５班体制、また嘱託職員等で納付指
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導、徴収を継続して行っております。 

 次に、墓園特別会計についてでございます

が、22年度収入未済額につきましては７人、

５万1,000円、過年度収入未済額は１人、

6,000円となってございます。墓園年間管理

料につきましては、随時自宅訪問をしました

が、不在により面会ができない者がいらっし

ゃいます。今後も電話また自宅訪問等を通し

て収納に努めていきたいと、このように考え

ます。 

 続きまして、平成22年度目標に掲げていま

したが……。 

○議長（佐野芳彦） 町長、ちょっと待って

ください。 

（町長首藤正弘「はい」の声あり） 

 ２点目に入ります。２点目に入りますか。 

（町長首藤正弘「いえ、まだ１点目や

ね、これ」の声あり） 

 １点目。 

（町長首藤正弘「２点目か。２点目へ

入ったんか」の声あり） 

 ２点目に入ったんやね。 

（町長首藤正弘「はい」の声あり） 

 ちょっと休憩しますんで。 

（町長首藤正弘「はい」の声あり） 

 まだ入ったばっかりですけど、１問目終わ

ったばっかりなんですけど。 

 暫時休憩します。 

 再開は３時10分にします。 

（休憩 午後２時50分） 

（再開 午後３時08分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に続き会議を開

きます。 

 服部議員の総括質疑を続行します。 

 町長、引き続き答弁お願いします。 

○町長（首藤正弘） 次に、繰越事業につい

てご答弁をさせていただきます。 

 教育関係の繰越事業につきましては、平成

22年度において国庫補助の交付決定があった

ために、町においても事業費を前倒し計上

し、繰り越しとしたものでございます。 

 斑鳩小学校屋内運動場改築事業につきまし

ては、現在旧体育館の解体、埋蔵文化財調

査、基礎工事が終了したところで、来年の３

月26日までの工期を予定いたしております。 

 石海小学校校舎耐震外改修工事につきまし

ては、トイレや教室の改修工事部分が終了

し、引き続き補強ブレースの設置等耐震補強

工事を実施しております。 

 また、きめ細かな臨時交付金事業に係る繰

越事業につきましては、斑鳩小学校のプール

サイド床補修、龍田小プール漏水修理、東中

ろ過器修理、太田幼稚園保育室屋根補修工

事、龍田幼稚園遊戯室雤漏り補修工事が終了

したところでございます。 

 その他の学校園施設整備事業につきまして

も順次整備を図ってまいります。 

 社会教育費の学童保育園用地購入事業につ

きましては、県の土木局用地課並びに龍野税

務署と協議中であり、協議が終了すれば早期

に取得したいと考えております。 

 次に、单総合センター整備補修事業につい

てでございますが、既に工事は完了いたして

おります。 

 次に、文化会館整備補修事業につきまして

は、現在設計を終え、発注に向けて準備中で

ございます。 

 体育館整備補修事業につきましては、今回

の定例会に補正予算を上程しておりますの

で、議決をいただいた後、速やかに発注した

いと考えます。 

 続きまして、沖代線歩道改良工事の事業化

に当たりまして事前に地元協議を行い、計画

的に事業着手しましたが、着手後地元調整等

に不測の日数を要したため年度内の事業完了

が困難となり、22年度は施工準備等に傾注

し、主体工事は23年度へ繰り越したものでご

ざいます。 

 水道事業会計でございますが、資本的支出

のうち地方公営企業法第26条の規定による繰

越額5,800万円は北配水池実施設計委託分

で、21年度から22年度へ未契約繰越措置をと

らせていただきまして、22年度で執行済みで

ございます。 
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 次に、水道事業の将来と経営のあり方等に

ついてでございますが、太子町水道事業の現

状と将来見通しを分析、評価した上で目指す

べき将来像を描き、その実現のための方策等

を示し、それをもとに改善、改革するための

取り組みを計画的に実行し、お客様のニーズ

に対応した、信頼性の高い、持続可能な水道

事業経営の指針となる太子町地域水道ビジョ

ンを23年度から24年度にかけて策定いたしま

して、それらの方向性を明らかにさせていた

だきたいと、このように考えてございます。 

 続きまして、庁舎問題についてでございま

すが、検討委員会のＰＴＡ関係でございます

が、ＰＴＡ団体を当委員会組織の中に加えて

いない理由といたしましては、児童・生徒の

よりよい教育環境の醸成を目指す団体である

こと、庁舎の建設が目的という観点からでご

ざいます。しかしながら、公募委員を募集し

た際に元ＰＴＡ役員の方もいらっしゃいまし

たので、その方の選考させていただいており

ます。 

 庁舎建設検討委員会の町議代表という件で

ございますが、私は今佐野議長を選出させて

いただいております。議会議員の皆様につき

ましては、常任委員会や本会議などの中で議

論させていただく場が定期的にございますの

で、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

 また、開催回数の件でございますが、委員

の任期を、新庁舎建設基本構想（案）や基本

計画（案）などの調査及び検討を行い、その

ご意見を私に提出いただくまでの期間となっ

てございます。現時点におきましては約１年

は要するものと考えていますので、その間で

十分な議論は交わされるものと判断いたして

おります。 

 また、委員会の審議につきましては、皆様

のそれぞれの目線から自由闊達な議論をいた

だけるものと期待いたしておりますし、委員

報酬支給の有無がそれを阻害するものではな

く、論点が尐し違うような感じを受けるとこ

ろでございます。 

 次に、４番、５番についてお答えいたしま

す。 

 建設にかかるお金、また基金等の使える額

でございますが、これは橋本議員のご質問で

もお答えいたしましたとおり、新庁舎建設に

つきましては、来年度に実施する基本設計の

決定により概算事業費が算定できます。その

際に事業内容、事業費に応じて基金、起債な

どの財源の補足を行う予定でございます。現

在の財政状況から判断いたしまして、新庁舎

建設に必要な財源は確保できますが、全体事

業費の上限額、基金で対応できる上限の額に

ついては、将来負担また住民ニーズ等を考慮

しまして、庁舎の機能、より有効な財源手当

てはないか、検討を進めているところであり

ますので、現時点においてはまだ申し上げら

れる段階ではございません。 

 次に、職員研修の充実でございますが、一

般質問でもその内容について申し上げ、平田

議員の質疑にもお答えいたしましたが、派遣

研修と内部研修を行っております。 

 派遣研修におきましては、兵庫県自治研修

所や播磨自治研修協議会等で研修企画の際に

構成団体の研修要望等を反映し、新しい制度

に対応した研修計画が立てられており、本町

も階層別研修、実務担当者研修へ職員を派遣

しております。 

 内部研修におきましては、階層別研修とい

たしまして、新規採用者への新任職員研修や

若年層への財政研修等を行っておりますが、

中でも能力向上研修としまして、担当職員が

講師になることで、講師をする側にとっても

住民への説明を意識したプレゼンテーション

や説明責任能力の向上が図られるような計画

を進めております。昨年度は能力向上研修を

８講座、133名の参加を見ております。 

 また、接遇指導者研修を受講した職員によ

る窓口現場での指導、新任職員への研修等に

より、接遇についての向上を図っているとこ

ろでございます。今後も住民の皆さんに最良

の行政サービスを常に提供できるよう研修を

行ってまいりたいと考えております。 

 次に、予算委員会の審査報告書に議会側が
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提案してる件についてでございますが、ホー

ムページの関係でございますが、このホーム

ページにつきましては、相手に伝えるだけで

はなく、伝わるような、わかりやすい広報づ

くりに努めておるところでございまして、ま

た「広報たいし」や町ホームページに最新の

行政情報の掲載を行うよう、各所属に対し周

知徹底を図り、住民の皆さんに最新の情報を

提供しておるところでございます。 

 高齢者を中心とした交通安全教室をという

お問いでございますが、平成22年度は11地区

の老人クラブで交通安全教室を行ったところ

でございます。こうしたやはり高齢者の交通

安全、重要な位置づけでございますので、順

次継続して取り組みはさせていただきたいと

思います。 

 次に、高齢者の健康づくり支援といたしま

して、介護予防事業を実施しております。そ

の中で、社会福祉協議会に委託いたしており

ます介護予防事業の参加者が 2 1年度の

2,339人から3,193人と大きく増加いたしまし

た。 

 また、地区公民館での介護予防教室につき

ましては、21年度は太田公民館のみで行って

おりましたが、新たに龍田公民館も追加し実

施いたしてきました。参加者は248人から

637人と２倍以上に増加したところでござい

ます。 

 さらに、町内の社会福祉法人に委託してお

ります介護予防教室では、21年度は社会福祉

法人大和福祉会のみから新たに社会福祉法人

太子福祉会も加わり、参加者329人から483人

に増加いたしております。これらのことから

相当な成果が得られているものと、このよう

に思っております。 

 続きまして、介護支援高齢者でございます

が、介護保険で認定を受けられた後、介護支

援専門員のコーディネートにより介護保険サ

ービスを利用されています。ここで重要にな

ってきますのが介護支援専門員のコーディネ

ートの力量でございますので、地域包括支援

センターの主任介護専門員を中心として月に

１回、町内及び近隣の介護支援専門員が集ま

り、情報交換また研修等を行い、高齢者の安

心な生活に寄与できるように努めておるとこ

ろでございます。 

 健康診査、健診率がどのように向上したか

というところでございますが、特定健診・特

定保健指導の実績といたしまして、森田議

員、橋本議員の質疑でも答弁いたしました

が、特定健康診査受診率については25.3％

で、昨年度より3.5％向上、また特定保健指

導につきましては63.6％と、県下でも上位の

利用率となっております。 

 がん検診の実績といたしましては、受診率

は乳がん検診を除き全体的に昨年度より微増

でございますが向上いたしております。 

 次に、雇用環境悪化による離職者への就労

機会の創出はどの程度できたかのご質問でご

ざいますが、離職者への就労機会の創出はハ

ローワーク等と連携し、圏域で対応しておる

のが現状でございます。これからも関連機関

と連携を密にしながら積極的に就労機会の確

保に取り組んでまいりたいと、このように考

えます。 

 次に、集落営農等、中・長期的な農業政策

について実施したものについてのお問いでご

ざいますが、農業改良普及センターやＪＡ兵

庫西の関係機関と連携するとともに、今後も

継続して地域担い手育成総合支援協議会を中

心に営農相談の啓発活動を一層促進し、新た

な担い手の確保、育成に努める所存でござい

ます。 

 次に、商工業の活性化のため商工会と協議

し、行政の積極的な役割の件でございます

が、地域の小規模事業者を対象としました経

営改善普及事業を引き続き支援する一方、地

域活性化対策等におきましても商工会と連携

し、商工業の振興、育成に一層努めてまいり

たいと考えます。 

 また、従来から行っております太子町の中

小企業利子補給制度や政府のセーフティーネ

ット保証第５号等を活用しながら支援、保護

に努めてまいりたいと考えます。 
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 あすかふるさとまつりが町民に親しまれる

イベントとなるようにというご質問でござい

ますが、前年度から小・中学校ＰＴＡの皆さ

んに企画段階から実行委員会の委員として参

加していただいたほか、中庭ステージも住民

参加のステージとして住民活動の発表の場と

したところでございます。 

 また、ご当地グルメコーナーを設けること

により、住民団体による太子みそ焼きそばや

太子みそカレー、新たな地域グルメを創出す

ることができました。これからも愛される住

民の祭りとして育てていきたいと考えており

ます。 

 この件についてでございますが、以前から

太子高校は空き缶アートで参画してくれてお

りましたんですが、22年度からはダンス部等

も参加してくれております。それから、幼稚

園、また場合によっては保育園等のマーチン

グバンド、それから鵤周辺自治会の役員の皆

さん方もご参加いただいて、斑鳩寺からふる

さと文化村までの行進等でも地元の人に関心

を持っていただくために協力をしていただい

ておるというところでございます。 

 次に、まちづくり協議会を立ち上げる自治

会は増えたかということでございますが、

22年度末で設立されております協議会は、市

街化調整区域内の土地利用計画策定を目標と

いたしました協議会が松尾、阿曽、下阿曽の

３地区、区画整理事業の推進を目的としまし

た協議会がＪＲ網干駅西单の１地区、景観形

成、ユニバーサル社会づくりなどを目的とい

たしました協議会が斑鳩の１地区、地区計画

制度の導入を目的といたしました地区の協議

会で活動がそれぞれ行われております。もう

一点、地区計画制度の導入を目的といたしま

した協議会が竹広单の１地区でございます。

現在、６地区の協議会で活動が行われており

ます。 

 また、設立に向け検討中の自治会はござい

ますが、22年度での新たな設立は今のところ

ございませんでした。 

 次に、自主防災活動についてのお問いでご

ざいます。 

 平成22年度から防災訓練の実施方法を発災

対応型の訓練に変更し、自主防災組織の強化

を重点とする実践的な避難訓練や図上訓練な

どの内容に変更し、自主防災組織からの参加

者を募り、龍田地区で実施をさせていただき

ました。 

 また、地域の防災、減災を男女共同参画の

視点で考えていただくために、こうしたテー

マに基づいた災害時の女性の果たす役割や視

点の重要性について、女性向けの内容で講演

会を開催し、一人一人の防災意識の高揚を図

ったところでございます。 

 しかしながら、自主防災の組織の活動状況

はさまざまでございます。やはりこうしたと

ころ熱心に取り組まれている自治会、また一

部はそうではない自治会もあると見受けられ

ます。今後もそうした中で自主防災組織の活

動が活性化されるように我々行政としてもご

支援をしていかなければいけない、このよう

に考えるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 いろいろと言われたんです

が、ちょっと早く言われた面もありましてよ

く、こちらは原稿がないもので、そちらは当

局の方は皆さん原稿見ながら町長のを聞かれ

てたわけですが、ちょっと私が十分聞き取れ

ていなかったら申しわけないんですが、もし

間違ってるようでしたらおっしゃってくださ

い。 

 墓園のところで、行ってもいないので電話

をするというふうにおっしゃったかのように

聞こえたんですが、おうちに行ってもおられ

なければ電話をしてもおられないんじゃない

かと思うんですが、それで意味がよくわから

なかったんです。どういうふうにされようと

しているのか。実際いらっしゃらないんでし

ょうかね。その墓を実際は手に入れたという

ことであっても、町内にしろ町外の方にし

ろ。実際おられるかどうかわからないからこ

ういうふうになってるのかどうなのかという
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ことを疑問に思いますので、お尋ねをいたし

ます。 

 それから、ＰＴＡを委員会に入れない理由

について、ちょっと早口だったのでよくわか

らなかったので、児童のよりよい何々の団体

とかということをおっしゃったんですが、そ

ういうことであればそういう団体の方は入れ

られたらいいんじゃないかと思うんですが。

それで、総務常任委員会で話していても若い

人たちの意見を入れるべきじゃないのかとい

うことを言う意見も出ていました。これから

借金をして払っていくのは若い人たちでもあ

りますので。先ほど結果論として、公募の結

果ＰＴＡＯＢがおられるのでということをお

っしゃいましたが、それはあくまでも結果論

でありまして、最初の段階でなぜ入れようと

されないのかというのがよく理解できません

でした。その理由をおっしゃったのもちょっ

と早口だったのでよくわからなかったので、

もう一回ご説明をいただきたいと思います。 

 それから、庁舎の問題について、議会には

また話し合う場が十分あるのでということを

言われたんですが、なかなか情報を出してい

ただけないということを感じることがありま

す。議会の外の団体にももちろん話されるこ

とはいいんですが、議会にまず情報を言って

から私たち議会にいる者としてはその内容を

外に言っていただけないかなということは思

います。 

 それで、先ほどお金は幾らが上限と考えて

いるかという質問とか基金で使える額は幾ら

が上限と考えられてますかという質問に対し

て概算を出してからというお答えであったん

ですが、卖純に考えてみますと、私たちがも

し何か家でも何でも建てるとしたら、どれぐ

らい借金できるだろうとか、これくらいのも

のを建てようと思ってるとか、そういうこと

は考えると思うんですね。それで、私個人的

に考えてみても、基金の額見て、全部を使え

ませんから、これぐらいだろうなという考え

は自分自身では、ああ、これくらいかなとい

う考えはあります。しかし、建てようと当局

はされてるわけですから、どれくらいまでで

したら、その額が１億円ずれてたからといっ

て怒るつもりも全然ありませんのでね、こち

らは。どれくらいまででしたら借金、つまり

起債できるのだろうとかというようなことは

当然考えているからこそ建てれるんであっ

て、そういうことも何も言わずに、最後の最

後になってから情報を議会側に出されると。

私たち議会側の言うことも全部聞いてくれと

言うつもりもありませんけれども、やはり幾

らかでも聞いていただかないと、当局は、町

長は町長として選ばれた人でありますけれど

も、私たち議会議員も議員として選ばれた者

でありますから、私たちの意見もぜひとも聞

いていただきたいし、また私たちにも情報を

出していただいて進めていただきたいと、そ

ういうふうに思うから申しております。これ

までのところなかなか情報が出されていな

い。何も決まっていないというか、そういう

感じで言われてるので、議員側ももっと尊重

していただきたいなと思う次第であります。 

 それから、特定健診の受診率ですが、

25.3％、3.5％上昇ということですが、もち

ろん大変なのは私も理解するんですが、この

ままでいいのでしょうか。国からのペナルテ

ィー──という言葉がいいかどうか知りませ

んが──については政権がかわってから変わ

りましたでしょうか。それとも、このまま低

い水準であったら困ることになるのでしょう

か。その点は現在の時点でどうなっておりま

すでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 再度の質問でございま

すが、まず１番目に墓園の関係でございます

が、この墓園は随時自宅訪問をさせていただ

きましたんですが、不在により面会ができな

かった方がいらっしゃいまして、そうした方

にはやはり電話また再度の自宅訪問等により

収納に努めていきたいというところで、その

人がもういらっしゃらないというんじゃござ

いません。たまたま行ったときにいらっしゃ

らなかったというような現状で、これは回数
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を電話また自宅訪問等でアポをとりながらや

っていきたいなというところで申し上げたも

のでございます。 

 それから次に、庁舎建設にかかわる中でＰ

ＴＡ等々の問題が言われております。私ど

も、この庁舎建設に関しては説明会を持った

経緯はございません。今まで、まちづくり懇

談会の中で大体こうしたことを考えてるんだ

という報告はさせていただきましたが、別段

この件に関して団体に報告したという経緯経

過はございません。その中で入れなかったと

いうのは、別に入れなかったとか、そういう

問題じゃなくして、先ほども申し上げました

ように、ＰＴＡさんにいたしましては児童・

生徒のよりよい教育環境の醸成を目指す団体

であるというふうに認識いたしております。

やはり我々庁舎の建設が目的という観点から

でございまして、この中へあえてＰＴＡ云々

ということは考えなかったという中で、先ほ

ど申し上げましたように、元の役員さんも来

られましたので、その方を選考させていただ

いたと。公募委員の中でも、募集をした中で

も、ＰＴＡからのそうした応募者はございま

せんでした。そうした中での取り入れでござ

います。 

 次に、議会の検討委員会るるの中での議会

議員の参画でございますが、以前から私認識

いたしておりますのは、いろいろとこうした

委員会が形成される中で議員さんの参画とい

うのは極力控えていただきたいということで

合意形成がなされていると、このように考え

ているところでございます。と申しますの

は、やはり議員主導の委員会等々に陥る傾向

がございますので、そうした以前からの協議

の中で取り組みをさせていただいておると、

私はそのように認識をさせていただいており

ます。 

 それから次に、健康診断等々の受診率の関

係でございますが、これ新たに変わったとい

うところは私の知る範囲では聞き及んでおり

ませんが、やはり我々行政といたしまして

は、先ほど来申し上げておりますように、受

診率は尐しでも上げていき、たくさんの皆さ

んに健診を受けていただくというのが本来の

これは行政の進める道でございますので、い

ろいろな機会をとらまえ、たとえ若干でも受

診者が増えるように今後とも努力をしていき

たいと、このように考えるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 町長、庁舎建設の費用

の概算は最高どのぐらいだったかと、上限

は。 

○町長（首藤正弘） ごめんなさい。費用の

関係のお問いでございますが、これはやはり

私どもこういうものを建てたい、極端に、ち

ょっと言葉は雑でございますが、もう鶏から

卵になってしまうと思うんですよね。我々は

やはり補助もどれぐらいとれるだろうかと、

いろいろな補助メニュー、また起債に乗るメ

ニューとか、そうしたものも組み入れながら

計画をしていきたいという考えがございます

ので、ある程度基本設計を立ち上げる中でそ

うした金額を明示していきたいと、このよう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 墓園に限らずですが、おう

ちに行っておられないので、これからは電話

をしますということをおっしゃってるんです

が、公務員の世界は、公務員の世界という言

葉がいいかどうかわかりませんが、ちょっと

甘いというふうに思います。民間であれば、

もちろん民間が全部そうされるかどうか、

100％と言うつもりもございませんが、その

年度のうちになかなか会えないということで

あれば、もっと遅い時間でも電話をして自分

たちの仕事を全うしようとするということは

多くの民間のところであると思います。結果

としてこうだったからこれから電話しますと

か、そういう言い方をされるとちょっと、も

っと厳しい人たちのことを見ると甘いなとい

うふうに感じますので申しておきます。 

 それから、この審議会で議員は余り出ない
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ようにということが前からあってということ

はおっしゃいましたが、それはそういう流れ

は私も存じております。くしくも先ほど町長

が言われましたように、そういう席で議員が

よくしゃべって議員主導のというふうになっ

ても困るというようなニュアンスのお言葉で

あったと思いますが、それは私も過去からそ

ういう席に出て感じております。いやあ、こ

んなにこちらばっかりして、こちらばっかり

と言うと言葉語弊ありますが、しゃべってい

いのかなあ、もうちょっと遠慮しなきゃいけ

ないのかなあと。でも、なかなか意見が出な

い。これは多くのそういう会において同じこ

とだと思います。現実的に当局側がその案を

説明して、それに時間がかかり、そしてその

後の中で出ることは、その意見というより

も、そのことの事柄に対する質問といいます

か、こうすべきだということでない質問が出

る場も私も経験をしたことがございます。で

すから、心配しておりますのは、大事な庁舎

の問題でありますので、意見がいろいろとそ

こにおられる方から出るような、そういう会

議をしていただきたいと、そう思っておりま

す。当局が説明して、こういうことでよろし

いですかという感じで終わられると、そうい

うことだけよりも、もっといろんな意見が出

て、当局も、ああ、こういう意見出たけど

も、いやあ、どうかなというふうに考える場

面を持っていただけるような場に、つまり批

判的な意見であろうと、そういう意見が出て

も、それに十分耳を傾け検討するという、そ

ういう場になってほしいので私は申しており

ます。過去からの審議会、私も出させていた

だいた経験から、また過去の議員からも聞い

た様子から見れば、なかなかその説明があっ

て十分に自由闊達に意見が出るというんでな

い雰囲気があるので、それは当局もよくご存

じのことですので、十分に意見が出るような

場にしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、補助メニューを考えてるのでと

いうことでありますが、しかし、そういうこ

とを考えながらであっても、幾らぐらいまで

起債をできるかということは当然考えられる

わけでありまして、今の時点で情報を出して

いただけない、そして最後になってから当局

がつくった案をその会議に提示され、こうい

うことでしたという感じで最終的に出されて

くるので、このことに限らず過去からそうい

うことでありますので、議員に対してももっ

と情報を出していただきたいなという趣旨で

申した次第であります。 

 これで終わらせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

総括質疑は終わりました。 

 これで総括質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議は議事の都合により、これで延

会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は９月６日午前10時から再開い

たします。 

 なお、９月６日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 お疲れさんでした。 

（延会 午後３時49分） 

 


